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１．下水道施設を活用した住民生活の利便性等の付加価値 

向上に関する調査 
 

下水道研究室   室   長 岡安 祐司 

研 究 官 濵田 知幸 

１. はじめに 

国土交通省では、平成 29 年 8 月に「新下水道ビジョン加速戦略」を策定し、新下水道ビジョンの

実現加速の観点から、国が選択と集中により 5 年程度で実施すべき施策をとりまとめた。新下水道

ビジョン加速戦略の重点項目の一つとして、下水道の活用による付加価値向上を掲げ、高齢化社会

等への対応として、下水道への紙オムツ受入れ可能性を検討することとした。また、平成 30 年 1 月

に「下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討会」を立ち上げ、紙オムツの下水道への受入実現に

向けた 3 つの処理方式（A タイプ（固形物分離タイプ）、B タイプ（破砕・回収タイプ）、C タイプ

（破砕・受入タイプ））を提案し、平成 30 年度からの概ね 5 年間で実施する「下水道への紙オムツ

受入に向けた検討ロードマップ」を策定した 1)。このため、国総研では、下水道への紙オムツ受入

による下水道施設への影響や、紙オムツの破砕・回収装置の要求性能等に関する技術的検討を実施

している。 

令和元年度は、紙オムツに関する基本情報として重量、素材等の情報、素材毎の汚濁負荷量や物

性を整理した。令和 2 年度は、これら夾雑物を下水管

路施設に受入れた際の影響を明らかにするための検

討を行った。本稿では、マンホールポンプ（以下、

MP）の維持管理への影響を明らかにするため実施し

た地方公共団体（以下、団体）への MP 管理状況に

関するヒアリング調査と、MP の不具合の原因となっ

た物質の分析結果を報告する。 

 

２．マンホールポンプの管理状況調査 

２．１ 調査方法 

ヒアリングは、MP の維持管理労力が大きいことが

想定される団体を対象とし、100 基以上の MP を管理

していること、地方の市域が広く比較的規模の多い

ことの 2 点を条件に抽出し、4 箇所の自治体にヒアリ

ングを行った。また、比較のため首都圏の人口密度

が高い自治体 1 箇所にもヒアリングを行った。 

ヒアリング対象都市の概要を表１に示す。MP 設置

基数は 148～534 基で、農業集落排水の MP も併せて

管理している自治体もあり、これらの積算基数であ

る。可住地人口密度は A～D 市では 0.5～2 千人

/km2、E 市では 8～10 千人/ km2 であった。MP は設置

表２ ヒアリング対象都市の概要 

表１ ヒアリング対象都市の概要 

15年

未満

15年

以上

～

30年

未満

30年

以上

A 432 10～20 4～6 0.5～1 19% 79% 3% 委託

B 525 30～40 8～10 1～2 60% 40% 0% 委託

C 534 20～30 8～10 1～2 49% 50% 1% 委託

D 148 30～40 2～4 1～2 62% 35% 3% 委託

E 54 50～60 2～4 8～10 28% 43% 30% 直営/委託

設置後経過年数

点検

（%）対
象
都
市

基数
（基）

人口
(万）

面積

(百km
2
)

可住地
人口密度

(千人/km
2
)

項目 聞取り内容

地方公共団体
の体制

・　マンホールポンプの直営管理の有無
・　作業内容
・　担当の人員

マンホールポ
ンプの仕様

・　メーカー
・　機種・口径
・　通報機能

通信装置
・　警報の内容
・　通信方法
・　通信コスト

点検
・　日常点検、定期点検の頻度・内容
・　受託者の体制

清掃
・　頻度、内容
・　受託者の体制

緊急対応
・　頻度
・　警報の内容
・　対応方法（体制、対処方法）
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後 15 年以上経過した MP が多くなっており、30 年以上経過しているものもあった。ヒアリング項

目を表２に示す。団体の体制、点検・清掃、緊急対応等に関して調査を行った。 

 

２．２ 調査結果 

（１）管理体制 

 地方公共団体の維持管理体制について、基本的に点検・清掃を委託していた。緊急対応につい

て、多くの団体で市民生活に影響が及ぶ場合に立会っていた。 

（２）日常点検（ポンプ吊上げなし） 

 ポンプ吊上げなしの日常点検の実施状況を表３に示す。下水道維持管理指針実務編２）では「流入

水量、設置場所、設置環境により巡視点検回数を決め、運転状況により巡視点検回数を見直す」と

しており、点検頻度は月 1 回実施している団体が多かった。一方で、A、E 市など警報が多い MP

を重点的に点検している地方公共団体もあった。MP の設置環境や運転状況を踏まえ点検回数を決

めていることが確認された。A、B 市は計器の記録、目視点検だけでなく、水位計、電気設備及び

通信装置の動作確認を実施しており、マニュアルに記載された点検項目を網羅していた。その他の

点検内容として、よく詰まる MP の人孔流入口に設置したし渣カゴの管理、除雪・草刈りなどがあ

り、団体独自の工夫や設置環境に応じた作業を実施していた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 日常点検（ポンプ吊上げなし）の実施状況 

点検頻度 点検内容
点検

時間

A

年2回（50基）

　：よく詰まるMP

　：幹線

年1回（382基）

・ポンプ運転状況（電圧・電流値、振動、運転音）

・運転時間、絶縁抵抗

・通報試験、停電保障バッテリー動作確認

・目視（破損、さび、MH内、制御盤の状態確認等）

・水位計等の点検（校正・動作確認）

・保護装置の動作確認（漏電遮断器等）

・草刈り、除雪

・し渣カゴの定期点検

・不良箇所の修理（可能なもの）

30～

60分

B 月1回

・ポンプ運転状況（電圧・電流値、振動、運転音）

・運転時間、運転回数、絶縁抵抗値

・目視（配線、ケーブル、人孔内確認等）

・人孔内異物除去

・制御盤点検 （内部状態、作動状態、表示灯状態、

　　漏電遮断器・保護継電器・自動通報装置の作動

　　状態）

・ポンプ、水位計の点検（異物除去・動作確認）

20分

程度

C 月1回

・人孔槽内点検清掃（槽内高圧洗浄＋ポンプ運転）

・制御盤点検、時計計記録

・通報確認

・ポンプ運転状況の確認

10分

程度

D 月1～2回

・動力電力量・運転時間　　・運転回数・ポンプ電流

・自動運転状況確認　　　　 ・水位計の状態確認

・スカム堆積状況確認       ・現場盤確認

・警報発報状況確認

15分

程度

E

トラブル少MP

　： 殆ど点検無

警報が多いMP

　： 月1回

　： 週点検

週点検　：　電流値、運転時間の確認

月点検　：　制御盤点検、

　　　　　　　電流・電圧・絶縁抵抗値測定

　　　　　　　水位計の点検

　　　　　　　警報装置のオンコール点検

　　　　　　　特に詰まりの多い3箇所はし渣網の交換

　　　　　　　清掃（高圧洗浄、吸引）を別途実施

30分

程度
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（３）定期点検 

ポンプの吊上作業のある定期点検や清

掃等の実施状況を表４に示す。B 市はポ

ンプ内部の確認・清掃及びオイル交換を

行っており、マニュアルに記載された定

期点検項目を網羅していた。点検に要す

る時間は、準備・撤去を含め半日程度で

あった。A、E 市はトラブルが多い MP

を中心に清掃やオイル交換を実施してい

た。一方で、トラブルがない MP につい

て、ポンプ吊上げがある点検等を実施し

ていない団体もあった。 

（４）緊急対応 

警報等での緊急の対応状況を表５に示

す。全地方公共団体合計で、MP 基数に

対する年間の緊急対応回数の比率（以

下、対応比率）は 0.28 であり、MP4 基

のうち 1 基は年 1 回緊急対応していた

ことになる。 

B 市は 0.062 と対応比率が低くなっ

た。他都市に比べ比較的新しい MP が多

いことが一因として考えられる。その

他、水位計の異常、異常高水位の対応と

いった不具合がないことが特徴である。

水位計異常がない理由は、マニュアルに

記載された日常点検、定期点検を実施し

ているため、水位計などの動作確認を実

施している設備の故障が少ないものと考

えられる。また、異常高水位がない理由

は、水位が上昇した時に 2 台のポンプが

運転する仕様（以後、並列交互運転３））となっているためと考えられる。並列交互運転は、契約電

力の関係でデマンド値が高くなり電力料金が高くなるが、不定期排水や不明水など流量変動の見込

が大きい場合に効果的であることが示唆された。E 市は対応比率が高く、特定 MP のみ緊急対応が

多かった。他の地方公共団体でも同様の傾向がみられ、介護施設、病院近くなどの特定 MP におい

てポンプの詰まりが発生しており、施設利用者が原因と推定されるものが多いとの意見があった。 

（５）ヒアリング調査まとめ 

地方公共団体に MP の点検、緊急対応等の実態を聞き取り調査した結果、日常点検や定期点検に

ついて地方公共団体毎に内容や頻度に差があり、同じ地方公共団体の中でもトラブルが多い MP を

集中的に点検するなどの維持管理作業の最適化を行っていた。本調査では、点検に労力をかけてい

る地方公共団体で緊急対応が少なかった。また、緊急対応など不具合の内容として、異常高水位や

表５ 警報時等の緊急対応状況

平均対応 対応比率

表４ 定期点検（ポンプ吊上有）の実施状況 

点検頻度 点検内容

A
清掃 20基/年

（全体192基）

・ポンプを吊上げ異物除去

・高圧洗浄、吸引

B
定期点検
１回／年

・月次点検項目
・インターロック試験（設定基のみ）

・ポンプ引き上げ点検（外観確認、清掃）

・ケーシング内部の確認・清掃

・モータ―室とメカニカルシール等の摩耗状態確認
・主軸の状況確認

・羽根車の状態確認・清掃

・オイルの状態確認・交換
・ボルト類の緩み確認・増締め

・ケーブルの膨張・劣化状態の確認

・高圧洗浄、吸引

C
オイル交換

1回／4年

・オイル交換

・絶縁抵抗値の計測

D - -

E
定期点検

2回/年

～1回/3年

・オイル交換（不具合の多いMPで実施）

・マンホール内油脂、スカム除去

・水位計点検（検出器本体清掃、消耗品交換）

全自

治体

444回／年
　(1,591基）

0.28

電流値異常、ポンプ故障

高水位が継続、停電

0.11

不具合の内容

故障、停電、漏電、電源断

高水位発生後30分以内復帰なし

運転異状5回以上

軽微な機器誤作動、原因不明警報

制御が利かない詰まり

制御盤の何らかの異常が主

水位計誤作動・異常

異常高水位（降雨、融雪時）

制御盤、ポンプ異常

落雷、盤内浸水、強風盤転倒

過負荷
D

5回/年
（46基）

E
54回/年
（54基）

1.0

B
33回/年
（525基）

0.062

C
300回/年
（534基）

0.56

平均対応
回数

対応比率
対応回/(年・基)

A
56回/年
（432基）

0.13
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停電などの他、ポンプの詰まりによるものが多かった。ポンプの詰まりについて、介護施設、病院

近くなどの特定 MP において、施設利用者が原因と推定されるものもあり、夾雑物流入により維持

管理負担が大きくなることが示唆される。 

３．マンホールポンプの不具合原因物質の実態調査

ヒアリング調査により、夾雑物流入が MP の不具合の一因となっていることが分かった。そこで

MP の不具合原因となる夾雑物の物性を明らかにするため、MP の警報発生時や点検で見つかった原

因物質について収集し、寸法の測定、FTIR(フーリエ変換赤外分光光度計)4)による素材同定を行った

（図１）。測定結果を表６に示す。収集した 13 サンプルのうち、1 回の採取機会に 2 サンプル採取

したものがあった。12 件のサンプル採取機会の経緯は警報によるものが 8 件、引上点検によるもの

が 3 件、B-DASH 技術(IoT と AI を活用した効率的予防保全型マンホールポンプ維持管理技術)の検

知によるものが 1 件であった。主要な原因は、ポンプ吸込部分（ケーシング内）の詰まりによるも

のと推察された。ポンプ吸込部分（ケーシング内）詰まりの原因物は、繊維状のし渣（ポリエチレ

ン等のプラスチック繊維、セルロース）によるものが多く、木材、汚水枡または蓋が詰まっている

ケースもあった。また、空気抜きに比重の軽いフィルム等が詰まっているケースも 2 件あった。詰

まりの原因物は寸法：長径 100 mm 未満のものもあった。 

詰まり原因物質となったプラスチック繊維の寸法について、長径 100 mm 未満の比較的小さいも

のでも不具合原因となっていた。夾雑物を受入れる場合、比較的小さいものでも MP が下流にある

場合は不具合原因になる可能性があるものと考えられる。 

図１ マンホールポンプ不具合の原因物質の測定状況
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表６ マンホールポンプ閉塞物の分析状況 

 

 

 

 

長径 短径 厚み

排水溝の蓋① ポリエチレン樹脂 110 60 19 5,184

排水溝の蓋② ポリエチレン樹脂 86 84 19 3,612

し渣 セルロース 89 52 25 4,628

毛髪 タンパク質 70 30 15 2,100

ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの袋 ポリプロピレン 123 81 2 9,963

毛髪 タンパク質 45 15 4 675

し渣 セルロース 43 40 4 1,720

汚泥し渣 セルロース 24 17 3 408

し渣① ポリエステル繊維 120 76 18 9,120

し渣② ポリエステル繊維 84 65 8 4,288

毛髪 タンパク質 24 10 3 240

塗装 PET 8 6 1 48

大人用おむつ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾚﾝ複合物

160 110 23 17,600

し渣
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ/ｾﾙﾛｰｽ
複合物

170 45 8 3,825

毛髪 タンパク質 5 2 0.5 10

No.5
引上点検
　吸込ノズル（ベルマウ
ス内）詰まり

木材 セルロース 65 44 22 2,860

ラップフィルム
ポリ塩化ビニリデ
ン

270 245 0.1 66,150

汚泥し渣 セルロース 14 7 4 98
種子 セルロース 7 3.5 2.5 12

靴下 セルロース 174 60 8 10,440

し渣
ｲｿﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑまたは
天然ｺﾞﾑ

16 16 2 256

コンドーム① 天然ゴム 70 30 4 2,100
コンドーム② 30 6 6 180
コンドーム③ 33 33 3 62
毛髪 タンパク質 30 1 1 30

ショーツ
ナイロン/一部セ
ルロース

174 139 40 24,099

し渣
ポリエステル繊維
/一部セルロース

141 67 35 9,382

No.9
引上点検
　ケーシング内異物

し渣 ポリエステル繊維 120 93 25 11,203

No.10
引上点検
　ケーシング内異物

し渣 ポリプロピレン 153 136 0.04 20,808

No.１１ 警報 し渣 セルロース 47 41 4 1,934

し渣 ポリエステル繊維 40 86 13 3,454

毛髪 タンパク質 78 4 0.7 313
No.１２ 警報

No.7-2
B-DASH技術検知
　インペラ絡みつき
（No.7と同時に発生）

No.8
警報
　マンホール内にし渣の
塊

No.6
警報
　カッター部にラップフィ
ルム

No.7
B-DASH技術検知
　ポンプ吸込部における
阻害（詰まってはいない）

No３
警報
インペラとケーシングの
隙間に異物

No.4
警報
　吸込ノズル（ベルマウ
ス内）詰まり

No.1
警報
吸込ノズル（ベルマウス
内）詰まり

No.2

警報
ポケットティシュ袋：空気抜き詰
まり

し渣：インペラ絡みつき

サンプ
ル
No

発見経緯
状況

項目 FTIR

ノギス･定規による
計測(mm) 面積

(mm2)
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４．まとめ 

 マンホールポンプの管理状況について地方公共団体にヒアリング調査を行い、日常点検、定期

点検及び緊急時の対応を整理した。また、マンホールポンプの不具合の主因である夾雑物につい

て、警報、点検時に発見された原因物質を収集し、寸法測定、FTIR による素材同定を行った。

以下に調査結果を示す。 

・ 地方公共団体毎に内容や頻度に差があること、同じ地方公共団体の中でもトラブルが多いマ

ンホールポンプを集中的に点検するなどの維持管理作業の最適化を行っていることがわかっ

た。 

・ 本調査結果では、点検に労力をかけている地方公共団体で緊急対応が少なかった。 

・ 緊急対応など不具合の内容として、異常高水位や停電などの他、ポンプの詰まりによるもの

が多かった。介護施設、病院近くなどの特定マンホールポンプにおいて、施設利用者が原因

と推定されるもので詰まりによる不具合が多いとの意見もあり、夾雑物流入により維持管理

負担が大きくなることが示唆された。 

・ 詰りの主要な原因は、ポンプ吸込部分（ケーシング内）の詰まりによるものと推察され、原

因物は繊維状のし渣（プラスチック繊維、セルロース）によるものが多かった。 

・ 詰まりの原因物は寸法：長径 100 mm 未満のものもあったため、夾雑物を受入れる場合、比

較的小さいものでもマンホールポンプが下流にある場合は不具合原因になる可能性があるも

のと考えられる。 

 

 

参考文献 

1) 国土交通省ホームページ：下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討ロードマップを策定
（http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000368.html）、平成 30 年 3 月 

2) 下水道維持管理指針実務編-2014 年版‐、公益社団法人日本下水道協会、2014.9 
3）下水道マンホールポンプ施設技術マニュアル、財団法人下水道新技術機構、1997.6 
4) JIS K 0117 赤外分光分析方法通則、2000 
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２．下水道管路における効率的なストックマネジメント実施に

関する調査 

 

下水道研究室  室   長 岡安 祐司 

主任研究官 田本 典秀 

交流研究員 原口  翼 

 

１．はじめに 

2019 年度（令和元年度）末時点での全国の下水道管路管理延長（本管の延長であり、取付管の延長

は含まない。）は約 48万 km、そのうち布設から 50年を超える管の延長は全体の約 5%にあたる約 2.2

万 km であり（図１）、年々増加している。今後老朽管の増加に従い、道路陥没などの発生リスクは

ますます高まっていくものと予想される。このような状況の中、下水道の機能を持続的に確保してい

くためには、管路の点検・調査から修繕・改築に至るプロセスを計画的に実施していくことが重要で

ある。2017 年に国土交通省が策定した「新下水道ビジョン加速戦略」では、重点項目の一つとして

「マネジメントサイクルの確立」が掲げ

られ、維持管理情報のデータベース化を

前提に、“維持管理を起点とした”マネジ

メントサイクルの確立が重要であるとさ

れた 1)。更に 2020 年には、「維持管理情

報等を起点としたマネジメントサイクル

確立に向けたガイドライン（管路施設

編）」が策定・公表され、下水道管路の

維持管理等に関する情報の管理方法や

ICT を活用した効率的・効果的な点検・

調査方法等について取りまとめられたと

ころである 2)。 

本調査は、全国の地方公共団体におけ

る下水道管路の効率的な管理を支援する

ための研究の一環として、下水道管路に

起因する全国の道路陥没に関する実態把

握とその推移を整理・分析したものであ

る。併せて、地方公共団体から収集した

データを基に、下水道管路の劣化に関す

るデータベースを更新するとともに、本

データベースを用いて、下水道管路の劣

化や将来事業量の予測等に資するため、

国総研が作成している健全率曲線を更新

した。 

 

図１ 下水道管路管理延長の推移 

 

 
図２ 原因施設・陥没位置別の陥没発生件数の割合 
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２．道路陥没に関する実態調査 

２．１ 調査方法 

下水道管路に起因する道路陥没の実態を

把握するため、国総研では 2006 年度（平

成 18 年度）から毎年継続的に下水道事業

を実施する全国の地方公共団体（約 1,600

団体）を対象にアンケート調査を実施して

おり、2020 年度も引き続き 2019 年度内に

全国で発生した道路陥没について調査し

た。併せて、2006 年度から 2020 年度まで

に国総研が収集したデータを基に、下水道

管路に起因する道路陥没の経年的な推移や

発生の傾向を整理した。調査方法について

は過年度調査 3)と同様である。なお、本調

査は各公共団体から得た回答に基づくもの

であり、国総研が陥没箇所を直接調査した

ものではない。 

 

２．２ 2019 年度（令和元年度）におけ

る道路陥没発生の実態 

2019年度に全国で下水道管路に起因する

道路陥没は約 2,900 件発生した。図２は原

因施設・陥没位置別に道路陥没発生件数の割合を整理したものである。取付管（公共ますと下水道の

本管を繋ぐ管）に起因する道路陥没が全体の約 6 割を占めており、これは前年度調査 3)で得られた傾

向と同様であった。 

図３および４は本管、取付管に起因する道路陥没件数の割合を管種別にそれぞれ示したものである。

本管関連ではコンクリート管が約 6 割を占めており、続いて陶管および硬質塩化ビニル管（以下、

「塩ビ管」と略す。がそれぞれ約 2 割ずつ占める結果であった。一方、取付管関連では陶管が約 7 割

を占めていた。この点も前年度調査の傾向と概ね同様であった。 
 

２．３ 道路陥没の経年的な推移 

（１）陥没件数の推移 

 国総研が地方公共団体へのアンケート調査により収集した 2006 年度から 2019 年度まで 14 年間のデ

ータを基に、下水道管路に起因する道路陥没の件数を整理したものが図５である。災害に起因するも

のを除くと道路陥没件数は減少傾向にあり、災害による陥没を除くと最も陥没件数の多かった 2007

年度と比べ、2019 年度は約 1,600 件減少した。なお、各年度において地方公共団体別に集計すると、

上位 10 団体（多くが政令指定都市であった。）が全体の 5～6 割程度を占めていた。 

 また、道路陥没の発生件数をその発生した月ごとに整理したものが図６である。14 年分のデータを

4 年ないし 5 年の期間で 3 つのグループに分け平均した値を示している。道路陥没は夏季（6～8 月）

に多く発生している傾向が見られ、これは既報 4)で報告されている傾向と同様であった。 

 

図３ 本管に起因する道路陥没における管種の割合 

 

図４ 取付管に起因する道路陥没における管種の割合 
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この経年的な傾向について、道路陥没が発生した位置ごとに分類した陥没件数を図７に示す。上述

のとおり、下水道管に起因する道路陥没の多くは取付管の周りで発生しているが、図７は道路陥没件

数の減少に最も寄与しているのも取付管に起因する陥没であることを示している。 

また、取付管以外で発生した陥没についても減少の傾向があり、2007 年度の陥没件数に対する増減

率（図８）を見ると、取付管または取付管の周辺で発生した陥没（点線）だけでなく、本管等で発生

した陥没も減少していることが確認できる。このことは、2008 年度に創設された「長寿命化支援制度」

や 2016年度に創設された「ストックマネジメント支援制度」をはじめとする施策により、地方公共団 

  
図５ 下水道管に起因する道路陥没件数の推移       図６ 陥没発生月別陥没発生件数 

  （2006～2019 年度）                （年あたり平均件数） 
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図７ 陥没発生位置別の道路陥没件数の推移 

 

 
図８ 2007 年度の陥没件数に対する増減率（陥没発生位置別に表示） 
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体において下水道管路の適切な修繕・改築が促されたことを示唆するものと考えられるが、近年は横

ばいで推移する傾向も見られ、引き続きデータを蓄積し精査する必要がある。 

 

（２）管種の影響 

次に、陥没件数の経年的な減少傾向に関して、管種の影響について考察する。図９および図１０は、

本管関連および取付管関連に起因する道路陥没について、管種ごとの陥没件数それぞれ示したもので

ある。なお、本管関連の陥没については本管の管種で、取付管関連の陥没については取付管の管種で

それぞれ整理している。本管関連については、図９よりコンクリート管が最も多いが、これは管路延

長によるものと考えられる。一方、取付管関連については、図１０より陶管に起因する陥没件数が顕

著であり、経年的な減少幅も大きいことから、下水道管に起因する道路陥没の減少において、陶管の

取付管を改善することが大きく貢献していることが示唆された。これは、例えば、陥没件数が多い政

令指定都市を中心に、老朽化した陶管の取付管の取替え等が進められたこと 5)が一つの要因と推測さ

れる。 

 

（３）経過年数・布設年度との関係 

 次に、下水道管路の布設後の経過年数および布設された年代と道路陥没との関係について考察す

る。図１１および図１２はそれぞれ管路の布設からの経過年数、布設年度と陥没件数との関係を示し

たものである。陥没件数は図６における整理と同様、14 年分のデータを 4 年ないし 5 年ごとに 3 グル

ープに分けたうえで、1 年あたりの件数として表示している。図１１ (a) と１２ (a) を比較する

と、図１２（布設年度別の集計）では 3 グループの分布傾向が概ね一致しているため、実際の道路陥

 
図９ 本管関連に起因する道路陥没における管種別件数の推移 

 

 
図１０ 取付管関連に起因する道路陥没における管種別件数の推移 
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没においては布設年度がより重要であると考えられる。また図１２では、管路の布設が 1970 年～74

年の期間で 3 グループのピークが一致していることから、この期間に布設された管路を優先的に修

繕・改築等の対象とすることが効率的であると思料される。 

 また、陥没件数を管路延長 100kmあたりで表示したものが図１１ (b) および１２(b) である。年

あたり陥没件数と同様、布設年度で表示すると 3 グループの分布傾向が概ね一致しており、特に図１

２ (b) より戦前（特に 1940 年～1945 年）から 1960 年代にかけて布設された管路の陥没リスクが高い

ことが読み取れる。一方、同図より、この年代に布設された管の管路延長あたりの陥没件数は近年減

少傾向にあることから、老朽化対策が一定の効果を挙げていることが推測できる。 

 

３．下水道管きょ劣化データベースの拡充と健全率予測式の更新 

国総研では老朽化する下水道管路の計画的な維持管理や改築更新の実施に資するため、2011 年より

「下水道管きょ劣化データベース」（以下、「管きょ劣化 DB」という。）および健全率予測式を作

成し、国総研ホームページ 6)で公開している。管きょ劣化 DB は、地方公共団体で実施した下水道管

路内のテレビカメラ調査の結果を国総研が収集し、管種・経過年数・腐食やたるみ等の劣化判定結果

等の情報をデータベース化したもので、特に点検調査データを十分有していない地方公共団体におい

て、点検調査優先箇所の抽出や改築需要予測を検討する際の補完データとして活用することができる。

また、上述の管きょ劣化 DB を基に管路施設全体の劣化状態（緊急度）を経過年数毎に予測すること

ができる健全率予測式を作成し、管きょ劣化 DB と併せて公開している。 

2020 年度は、地方公共団体から収集したデータを管きょ劣化 DB に追加し拡充を行うとともに、拡

充した管きょ劣化 DB を基に健全率予測式の更新を更新し、それぞれ「下水道管きょ劣化データベー

ス Ver.3」、「健全率予測式 2021」として公開した。 

 

 
   (a) 年あたり陥没件数              (b) 管路延長 100km あたり陥没件数 

図１１ 道路陥没件数と布設からの経過年数の関係 

 

  
 (a) 年あたり陥没件数             (b) 管路延長 100km あたり陥没件数 

図１２ 道路陥没件数と布設年度の関係 
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３．１ 下水道管きょ劣化データベース

の拡充 

（１）データベースの概要 

国総研では、管きょ劣化 DB の Ver.1 を

2011 年に、Ver.2 を 2017 年にそれぞれ公

開している。今回 26 の地方公共団体か

ら約 10 万スパン分の管きょ内データの

提供を受け、これを Ver.2に追加し Ver.3

を作成した。Ver.3は合計 98団体、約 45

万スパンのデータを有しており、この一

部である 60 団体、約 31 万スパンのデー

タを「公開版」として公開している。な

お、新たに追加したデータは 2015～

2017 年度に地方公共団体が実施したテ

レビカメラ調査により得られたものであ

る。管きょ劣化 DB（公開版）の概要を

表１に示す。 

 

（２）管きょ劣化 DB のデータの特徴 

次に、管きょ劣化 DB（約 45万スパン

分）が有するデータの特徴について述べ

る。図１４は全国の下水道管路管理延長

と管きょ劣化 DB（Ver.3）に占める各管

種の割合をそれぞれ比較したものであ

る。実際に布設されている管路延長としては塩ビ管が最も多く（51%）、次いでコンクリート管

（34%）となっているが、管きょ劣化 DB では、コンクリート管の劣化に関するデータが最も多く

（68%）、次いで陶管（24%）、塩ビ管（5%）と続いており、実際に布設されている管きょの管種構

成と異なっている。 

図１５は管きょ劣化 DB の登録延長と下水道管路管理延長について布設年度別に整理したものであ

る。管きょ劣化 DB では政令指定都市のデータが大半を占める（図１５A）とともに、管種としてはコ

ンクリート管・陶管が多くを占めている（図１５B）。一方、実際に布設されている下水道管路は、

市町村管理の管路が多くを占める（図１５C）とともに、管種はコンクリート管だけでなく塩ビ管も

多い（図１５D）。また、管きょ劣化 DB の登録延長（図１５A、B）は 1970 年頃に布設された管が最

も多いのに対し、実際に布設されている下水道管路は 2000年前後に布設されたものが最も多い。した

がって、実際に布設されている状況に比べ管きょ劣化 DB には政令指定都市以外の市町村のデータや

塩ビ管に関するデータが少ないこと、管きょの標準耐用年数である 50年前後の管齢のデータが多く管

齢の若いデータが少ないことが特徴である。 

 

 

 

表１ 下水道管きょ劣化データベース Ver.3 

（公開版）の概要 

 
 

 
図１３ 管きょ劣化 DB の概要 

 
図１４ 下水道管路管理延長（2019 年度末）および管きょ劣

化 DB（Ver.3）における管種構成割合の比較 
 

単位：スパン
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３．２ 健全率予測式の更新 

健全率予測式は、経過年数を説明変数、全管きょに対する健全な管きょの割合である「健全率」を

目的変数とし、健全率の経年的な変化を予測する式である（本健全率予測式において、健全さは文献

7）に定義される「緊急度」があるランク以上であることと定義される。）。健全率予測式は管きょ

劣化 DB を基にした近似式として作成しており、経年的に劣化が進行し健全度の高い管きょの割合が

低下していくことを表している。今回、管きょ劣化 DB ver.3 を作成したことに併せ、健全率予測式を

更新した。既報 8)、9)と同様、最も適合する近似と考えられるワイブル分布式（式１）を用いて管種ご

とに作成した。 

( ) = −        式１ 

今回作成した健全率予測式 2021 を式１のパラメータおよび決定係数 R2 と併せて図１６に示す。図

中の点線は 95%信頼区間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１５ 管きょ劣化 DB の登録延長（左上・左下）と下水道管路管理延長（2019 年度末時点）の比較 
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３．３ 健全率予測式 2021 の特徴 

（１）元データ（管きょ劣化 DB）の特性の影響 

図１５Aおよび Bに示したとおり、健全率予測式を作成するために用いた管きょ劣化 DBには、1960～

80 年代に布設された管きょのデータが多く登録されており、布設年度が 2000 年代以降の管きょの劣

化に関する情報は比較的少ない。また、特に管齢の若い管については、異常があった個所を選択的に

調査し記録されているものと想像される。したがって、図１５の健全率予測式で経過年数の小さな領

域においては、安全側（健全率が低い方向）に表示されている可能性がある。 

 
(a) 全管種 

(b) コンクリート管 

 
(c) 陶管 

図１６ 健全率予測式 2021（ワイブル分布式） 

 

 
図１７ 累積残存率 
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また、図１５Aおよび Cに示したとおり、管きょ劣化 DBには、政令指定都市の陶管・コンクリート管

のデータを中心に登録されている。地方公共団体によっては、管種の構成割合等が異なる場合がある

ことに留意が必要である。 

 

（２）過去の改築事業量の影響 

健全率予測式の作成に用いるデータについては、「みかけの健全率」に「累積残存率」を乗じて算

出 10)してプロットしている。みかけの健全率はテレビカメラ調査から得られた経過年数ごとの健全率

を、累積残存率は、管きょの改築実績（別途国総研が調査している。）を基に、布設された管きょが

改築されずに残存している割合をそれぞれ意味する。累積残存率は改築事業量によって毎年変動があ

ることから、今回使用した累積残存率は、国総研がデータを有する過去 15年分の累積残存率のデータ

を平均して求めた（図１７）。したがって、健全率予測式は過去の改築事業量の影響を受けており、

今後改築の速度が大きく変化した場合には、健全率予測式の解釈について再検討を行う必要がある。 

 

（３）塩ビ管の取扱い 

多くの地方公共団体で布設されている塩ビ管については、図１７のとおり、陶管・コンクリート管

に比べ経過年数が短く、劣化に関するデータ・知見が少ないため、現時点では健全率予測式を公表し

ていない。塩ビ管の劣化については、引き続きデータの蓄積を図り、研究を深めていく必要がある。 

 

 

４．おわりに 

下水道管路の計画的な維持管理・改築更新のためには、維持管理情報を適切に収集・データベース

化したうえで、実際の事業に活かしていくことが重要となる。本調査では、全国の地方公共団体から

収集したデータを基に、下水道管路に起因する陥没件数の傾向を明らかにするとともに、管きょ劣化

DB と健全率予測式の更新を行った。これらはマクロ的な視点に基づく調査であり、現場においては

簡易な予測や不足するデータの補完として有益であると考えられるが、更に詳細な課題に取り組むう

えでは、ミクロ的なデータ分析を組み合わせることがより効果的と考えられる。 

今後下水道事業においても ICT や DX の導入がますます進んでいくことが予想されるが、これらの

新技術を効果的に現場に実装し、現場の課題解決のためのデータの利活用を更に促進させるとともに、

全国の現場で得られたデータを統合的に分析する研究もまた重要になると考えられる。本調査におけ

る取組み（管きょ劣化 DB や健全率予測式など）についても、新技術を取り入れた形での発展の可能

性について更に研究を深める必要がある。 

最後に、データ提供など本調査にご協力頂いた地方公共団体の皆様に深く謝意を表します。 
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３．効率的な浸水対策のためのストック活用に関する調査 
 

下水道研究室    室   長 岡安 祐司  

主任研究官 松浦 達郎  

１．はじめに  

近年、下水道施設の能力を超える局地的な大雨等が頻発しており、また、都市化の進行によ

り内水氾濫による浸水被害リスクが増大している。一般的に浸水対策施設の整備には多くの費

用・時間を要することから、早期に被害の軽減を図るためには、既存施設等のストックの能力

を適切に評価した上でその機能を最大限に活用するとともに、令和 2 年 6 月に出された提言

「気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の推進について」1)（以下、提言）を踏まえ、

気候変動による影響も考慮し、効率的に浸水対策を進めていくことが重要である。  

令和 2 年度は、全国における計画降雨強度式の作成状況に関する実態を把握することを目的

として、下水道事業において雨水計画を策定している団体に対し、アンケート等による実態調

査を行った。  

 

２．研究概要  

令和 2 年 6 月に出された提言では、気候変動を踏まえた計画雨水量を設定した上で、中長期

的な計画の策定を推進していくことが必要としている。また提言の中で、気候変動を踏まえた

計画雨水量は、地域毎に設定された降雨量変化倍率（以下、倍率）を計画降雨に乗じて設定す

ることとなっている。  

一方、各団体における計画降雨の作成時期や、作成に用いたデータ期間等の条件は様々であ

り、気候変動を踏まえた計画雨水量の設定にあたっては、各団体の状況に応じて適切に実施す

る必要がある。また、下水道事業における雨水計画では計画降雨として、降雨継続時間と降雨

強度の関係を表す、降雨強度式により設定することが多い。  

そこで、全国における計画降雨強度式の作成状況に関する実態を把握し、気候変動を考慮し

た適切な計画雨水量の設定方法の整理を目的として、下水道事業において雨水計画を策定して

いる団体に対して実態調査を行った。  

 

３．調査方法  

下水道事業で用いる計画降雨強度式の作成手順は、「下水道施設計画・設計指針と解説 前編」

2)（以下、設計指針）によると、降雨継続時間 5,10,20,30,40,60,80,120 分に対応する最低 8 組の

降雨資料（以下、厳密計算法）、若しくは 10 分と 60 分のみ（以下、特性係数法）について、そ

れぞれ確率計算を行い、各継続時間の同一確率年値を抽出し最小二乗法により降雨強度式を作

成するとともに、採用する降雨強度式の式型は、適合度や対象とする施設に応じて適宜選定す

ることとなっている。また、計画規模として 5～10 の確率年を用いる場合は、使用する降雨資

料の期間は少なくとも 20 年とし、40 年以上とすることが望ましいとされている。  

一方、全国の団体において降雨強度式がどのように作成されているのか、という実態につい

て近年とりまとめられたものは見受けられない。そこで本研究では、雨水計画の策定が想定さ

れる 1,124 団体に対してアンケートによる実態調査を実施した。  
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その結果、1,081 団体から回答が有り（回収率 96.2％）、その中で計画降雨を設定している 914

団体（計画降雨強度式の数：1,161）について整理を行った。  

 

４．調査結果  

４．１ 現在の雨水計画に関する内容  

各団体における現在の雨水計画に関して以下の項目を整理した。 

①  各団体における計画雨水量の算定方法  

図１に示すとおり合理式を使用している団体が圧倒的に多く、合理式以外を用いている

団体は全体の 3%未満であった。  

②  1 団体が作成している計画降雨強度式の数（図２）  

8 割以上の団体が 1 つであり、複数作成している団体は 2 割程度、最大は 8 であった。ま

た複数作成している団体の約半数が、平成 11 年度以降に市町村合併をしていた。  

③  計画降雨強度式で採用している確率年  

図３に示すとおり、10 年が最も多く、次いで 5 年、7 年の順であり、これら３つで全体

の 9 割以上を占めていた。  

④  採用している降雨強度式の式型  

図４に示すとおり、Talbot 型が最も多く、全体の 8 割以上を占めていた。設計指針では、

図１ 計画雨水量算定式の採用状況 図２  1 団体が作成している降雨強度式の数 

図３ 確率年の採用状況 図４  採用している降雨強度式の式型 
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流達時間が短い管路等の設計を行う場合は、Talbot 型を採用することが好ましいとされ

ており、順当な結果と言える。  

⑤  計画降雨強度式で採用している 10 分降雨強度  

図５に示す区分で整理した結果、最も多い区分は 100～119、次いで 120～139mm/hr であ

り、両者で 6 割以上を占めていた。また平均値は 111.2mm/hr であった。  

⑥  計画降雨強度式で採用している 60 分降雨強度  

図６に示す区分で整理した結果、最も多い区分は 50～59、次いで 40～59、60～69mm/hr

の順であり、これらで全体の 7 割近くを占めていた。また平均値は 51mm/hr であった。  

 

４．２ 計画降雨強度式の作成に関する内容  

各団体における計画降雨強度式の作成方法に関して以下の項目を整理した。 

①  用いた確率計算手法（図７）  

降雨強度式作成時に用いた確率計算手法は岩井法が最も多く、次いで Thomas プロット

法が採用されていた。また両者で全体の 7 割以上を占めている一方、約 2 割の計画降雨

強度式における手法が不明であった。  

②  計画降雨強度式の定数決定方法（図８）  

8 割以上が特性係数法を採用している一方で、約 1 割が不明であった。  

③  計画降雨強度式の作成主体（図９）  

7 割以上の団体が自ら作成していた。  

④  計画降雨強度式の作成時期  

図１０に示す区分で整理した結果、7 割以上が 1971 年以降に作成されており、最も多い

区分は 2011～2020 年であった。また、約 3 割が近年 20 年以内に作成されている一方、

約 2 割が作成から 40 年以上経過していることがわかった。  

 

 

 

 

 

 

図５ 10 分降雨強度の採用状況 図６  60 分降雨強度の採用状況 
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４．３ 計画降雨強度式の作成に用いた降雨資料に関する内容  

各団体の計画降雨強度式作成に用いた降雨資料に関して、以下の項目を整理した。 

①  使用した降雨観測地点（図１１）  

気象庁所管の観測地点が最も多く使用され、全体の約 8 割を占めていた。また、降雨強

度式の作成に使用された気象庁所管の観測地点数は 220 であった。  

②  降雨資料の整理方法（図１２） 

毎年最大法値が最も多く使用され 6 割以上である一方、2 割以上が不明であった。  

③  作成に用いた降雨資料の期間 

回答が得られた 1,161 の計画降雨強度式のうち、作成に用いた降雨資料の期間（使用開始

年と使用終了年）が確認できた 923 式に対して、図１３に示す区分で整理を行った。そ

の結果、最多の区分は 30～39 年、次いで 20～29 年であり両者で 5 割以上を占めていた。

また、約 9 割が 20 年以上の期間を用いている一方、40 年以上の期間を用いているのは

約 4 割であることがわかった。また図１４より、計画降雨強度式の作成時期が古いほど、

降雨資料期間が 40 年未満となる割合が高くなる傾向であることがわかった。  

 

 

 

 

図７ 用いた確率計算手法 図８  定数決定方法の採用状況 

図９  計画降雨強度式の作成主体 図１０  計画降雨強度式の作成時期 
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５．まとめ  

全国における計画降雨強度式の作成状況に関する実態調査を行い、計画降雨を設定している

914 団体、1,161 の計画降雨強度式について回答が得られた。また得られた回答に対して、現在

の雨水計画の状況、計画降雨作成に用いた降雨資料、計画降雨強度式の作成方法の 3 つに分類

して整理を行った。整理した結果は４に示したとおりであるが、調査から得られた成果をとり

まとめると以下の通りである。  

 

①  計画降雨強度式の作成にあたっては、設計指針で示されている手法や考え方に基づいて作

成している事例が大半であることが分かった。  

②  計画規模を示す確率年や 60 分降雨強度、計画降雨強度式の作成手法や用いた降雨資料と

いった、現在の計画降雨の基本的な事項に対して、不明とする回答が一定数見られた。  

③  計画として採用されている確率年は、9 割以上が 5～10 年であった。一方、5～10 年の確率

年を採用する際に用いる降雨資料の期間として、設計指針で望ましいとされている 40 年

以上の期間を用いていたのは、4 割程度であった。  

④  計画降雨強度式の作成時期毎に資料期間を整理すると、作成時期が古いほど資料期間が 40

年未満の割合が増加する傾向がみられた。特に 1990 年以前のもので顕著であった。これ

図１１ 作成に用いた降雨観測地点種別 図１２  降雨資料の整理方法の採用状況 

図１３  作成に用いた降雨資料の期間 
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は、作成時期が古いほど、作成時点において長期間の降雨資料を得られる観測地点が少な

かったためと推察される。しかし現在では、40 年以上の降雨資料を持つ観測地点は増えて

おり、降雨資料の蓄積が進んだ観測地点を使用している場合は、必要に応じて資料期間を

含めた見直しをすることが望ましい。  

⑤  計画降雨強度式の作成時期を整理した結果、約 3 割が近年 20 年以内に作成されていた。一

方、気候変動による影響は既に現れている可能性が報告されており 4)、例えば気候変動の

影響を含んだ降雨資料を用いて作成している場合、提言で示された倍率をそのまま乗じる

ことは、過大評価となる恐れがある。  

 

今後は、今回の調査で得られた結果を基に、計画強度式作成に用いる降雨資料の時期や期間

の違いが与える影響について整理し、提言で示された倍率を用いた、気候変動を考慮した適切

な計画雨水量の設定手法について検討を進める予定である。  
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４．下水道新技術の開発方向性及び導入促進に関する調査 

下水道研究部  下水道研究官 南山  瑞彦  

下水道エネルギー・機能復旧研究官 横田  敏宏  

下水道研究室  主任研究官 田本  典秀  

研 究 官 濵田  知幸  

交流研究員 田中  裕大  

１．はじめに 

下水道の中長期的な方向性や未来像を示すものとして、平成 26 年に新下水道ビジョンが公表

された。この中で示されている長期ビジョンや中期目標を達成するため、技術開発に関する中

長期的な計画として、下水道技術ビジョン 1)が平成 27 年に策定された。  

国土技術政策総合研究所では、下水道技術ビジョンのフォローアップを目的として、「下水道

技術開発会議」を平成 28 年に設置し、下水道事業における技術ニーズの調査と分析、ロードマ

ップの一部改定や重点課題の選定、事業主体の技術導入に向けた課題の分析などを進めている。

また、下水道事業における新技術の導入を促進することを目的として、平成 30 年 10 月に下水

道技術開発会議エネルギー分科会（以下、「エネルギー分科会」）を設置した。  

令和 2 年度の下水道技術開発会議では、下水道技術ビジョンのフォローアップの一環として、

下水道事業における技術ニーズ及び新技術導入上の課題の分析、ロードマップ重点課題の選定、

技術開発・導入促進方策の検討等を行った。またその結果を「下水道技術開発レポート 2020」
2)として取りまとめた。本稿では下水道事業の技術ニーズおよび新技術導入上の課題等に関す

るヒアリング調査、エネルギー分科会における小規模処理場での省エネルギー対策に関する調

査等の結果を報告する。  

 

２．下水道事業の技術ニーズおよび新技術導入上の課題等に関するヒアリング調査 

２．１ 中小規模の地方公共団体へのヒアリング調査方法 

下水道分野の技術的課題等について、中小規模の地方公共団体（一般市）を対象としたヒア

リング調査を実施した。  

調査を行った地方公共団体は、平成 28 年度～令和元年度にヒアリング調査を実施していない

地方公共団体から選定した。さらに中小市町村の状況等を広く把握することを目的に、中小規

模の地方公共団体へのヒアリング調査と合わせて都道府県も調査対象とした。選定の結果、市

町村から 4 団体、都道府県から 1 団体の合計 5 団体を対象としたヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング調査では、主に以下の視点により情報を収集した。  

・技術的課題・ニーズについて  

・新技術導入上の課題について  

・新技術導入に必要な情報について  

 

 

２．２ ヒアリング調査結果 

２．２．１ 技術ニーズについて 

技術ニーズに関する主な回答を整理し、表 2-1 に示す。  
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管きょ関係の技術ニーズでは、不明水対策に係る効果的な調査・解析方法との回答があり、

現場状況、降雨の状況、地下水の状況等が一定でないため対策をした効果が明確にはわからな

いといった意見が挙がった。  

処理場関係の技術ニーズでは、運転しながら調査・工事をする技術、未処理下水の紫外線に

よる消毒技術、中小規模の処理場でも使用でき、LCC 低減が期待できる技術、ICT を活用した

互換性のある監視制御システム等の回答があった。運転しながら調査・工事する技術が求めら

れる理由としては、代替施設がないことや、施設が古く系統分けができないことが挙げられた。

ICT を活用した互換性のある監視制御システムについては、処理場毎に異なるメーカーシステ

ムが採用されており、一括監視システムの構築が困難であること、特殊なシステムは入札時に

競争が働きにくいことが理由として挙げられ、状態監視だけでも可能な技術や汎用技術で構築

できると望ましいとの意見もあった。  

その他、行政ネットワークのセキュリティレベルが高く、クラウドシステム等に接続するた

めの制約が多いという意見があった。  

 

表 2-1 技術ニーズに関する主な回答（趣旨）  

管きょ関係  

 ◎不明水対策に係る効果的な調査・解析方法  

 現場状況、降雨の状況、地下水の状況等が一定でないため明

確に答えが出ていない  

処理場関係  

 ◎運転しながら調査・工事をする技術  

 代替施設が無い。系統分けができない  

 ◎未処理下水の紫外線による消毒技術  

 ◎中小規模の処理場でも規模が合う LCC 低減が期待できる技術  

 ◎ICT を活用した互換性のある監視制御システム  

 処理場毎に異なるメーカーの監視制御システムが採用され

ており，一括監視システムの構築が困難である  

 集中監視システム等で特殊なシステムは、競争が働きにくい

側面があることが懸念される  

 非常時には職員や維持管理業者が駆けつけることが原則で

あるので、状態監視だけでも可能なシステムがあればよい。汎用

技術で構築できることが望ましい  

その他全般  
 LGWAN（行政ネットワーク）のセキュリティレベルが高く、

クラウドシステム等に接続するための制約が多い  

※◎は複数団体からの回答、 は回答の詳細情報  
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２．２．２ 新技術導入上の課題について 

新技術導入上の課題に関する主な回答を整理し、表 2-2 に示す。  

新技術導入上の課題として、新技術導入検討および実施時の技術不足、人員不足や、新技術

の適用規模が範囲外であるとの回答があった。技術不足について、技術継承が困難であること

や、下水道部局では土木職等の専門職の採用はしていないことを要因として挙げる意見があっ

た。また、人員不足の要因としては市全体として新卒採用への応募者が少なくなっているとい

う回答があった。中核市規模の団体に対して過去に同様の調査をした結果では、技術職員の不

足による技術への理解不足が新技術導入上の課題の一つとして挙げられていたが、小規模の団

体では技術職員がいないうえに、下水道部局の職員自体がより少ないため、中核市規模の団体

と比べてより人員不足が深刻になっていると推察された。  

新技術の導入にあたり、入札段階での課題として、包括的民間委託とすることが困難という

回答や、一社のみの技術の導入は困難であるといった回答が得られた。包括的民間委託とする

ことが困難であるという回答については、回答団体が民間複数社に包括的民間委託の可能性を

ヒアリングしたものの、未処置の老朽化施設が多いため費用面に課題があるとの回答であった

とのことであった。  

 

表 2-2 新技術導入上の課題に関する主な回答（趣旨）  

導入検討段階   新技術導入検討および実施時の人員の技術不足、人員不足  

 技術継承が困難  

 市全体として新卒採用への応募者が少ない上に、複数の自治体の

採用試験に合格した場合には、より大都市に近い県内の自治体へ

人材が流出してしまう傾向がある  

 施設を熟知した職員も減少しているため施設被災時等に初期対応

に当たれる職員が少ない  

 土木・機械・電気・化学等の専門職では採用していない  

 妥当性の判断（検討やその結果が適切であるかどうか）が困難  

 新技術の適用規模の範囲外  

 新技術は自団体の規模に該当しないと感じている  

入札段階   包括的民間委託とすることが困難  

 試行的に何社かにヒアリングしたところ未処置の老朽化施設が多い

ため金額が合わなかった  

 一社のみの技術の導入は困難  

 技術を絞り込むことは業者を絞り込むことになるため、ハードルが

高い  

 工種、設計金額に応じて指名競争、一般競争入札  

 総合評価方式、プロポーザル形式の実績は計画業務や包括的民間

委託での事例有り  

 総合評価方式は計画部門では雨水管理総合計画策定，企業会計

移行で経験がある団体があった  
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 包括的民間委託として運転管理業務を公募型プロポーザルで

受託業者を決定した団体があった  

 処理場の維持管理の包括的民間委託では、地元の維持管理業者

との JV によることを要件とした団体があった（地元企業の技

術力向上をねらったため）  

 現在の契約内容では電気代を削減しても業者のインセンティ

ブにはならない形となっている例があった  

※ は回答の要因、 は回答の詳細情報、●は国総研ヒアリング担当者による補足  

 

 

２．２．３ 新技術導入に必要な情報について 

新技術導入に必要な情報に関する主な回答を整理し、表 2-3 に示す。  

比較的小規模の地方公共団体が新技術の導入を検討するにあたり必要となる情報に関する意

見の中で、新技術は自団体が保有する施設の規模に該当していないと感じているという回答が

あった。これはニーズに即した技術自体が無い場合と、技術は存在するが技術情報が行き渡っ

ていない場合があると考えられる。技術が存在する場合、技術情報の周知方法のみならず、情

報の受け手がより効率よく必要な技術情報に接する方法の検討が必要であると考えられた。  

また情報源として、メールやインターネットの情報や会誌、営業・問い合わせ対応等が挙げ

られた。このうち、営業・問い合わせ対応については人脈のない団体へは問い合わせしにくい

との意見があった。また、全体的に民間からの営業が減少しているとの意見があった。  

 

表 2-3 新技術導入に必要な情報に関する主な回答（趣旨）  

情報内容  

 団体が保有する施設規模  (≑小規模) で利用できる技術情報  

 新技術は自団体の規模に該当しないと感じている（再掲）  

 技術自体が無い場合と技術情報が行き渡っていない場合など

が原因として想定される  

 使用中の技術・システムに対しての優位性の比較  

情報源  

 メール、インターネットでの情報提供  

 下水道協会誌等の会誌  

 営業・問い合わせ対応  

 人脈がある団体であれば問い合わせしやすいが、そうでない団体

へは問い合わせしにくい  

 全体的に民間からの営業は 10 数年前に比較して減少したと感じ

る  

※ は回答の詳細情報、●は国総研ヒアリング担当者による補足  

 

 

２．２．４ その他下水道事業全体にかかる主な意見について 

その他下水道事業全体に係る主な意見について表 2-4 に示す。PPP/PFI の導入がメジャーな
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手法として受け入れられるような社会意識を醸成して欲しいという意見や、広域化・共同化に

関して、組合化のような複数の自治体にまたがる形式での実施や、汚泥の広域処理は処理施設

をどこに建設するかが課題となるといった意見が挙がった。  

 

表 2-4 その他下水道事業全体に関する主な意見（趣旨）  

 PPP/PFI の導入は，メジャーな手法として受け入れてもらえるような社会意識を醸成し

て欲しい  

 広域化・共同化については、企業化よりも組合化し複数の自治体にまたがる形でも良い

と考えている  

 汚泥の広域処理を行う場合，処理施設をどこに建設するかが課題  

 

 

３．技術ニーズとシーズのマッチングに関する調査 

３．１ 背景と目的 

技術ニーズとシーズのマッチングに関して、これまでの自治体ヒアリングや下水道技術開発

会議にて、中小規模の地方公共団体では人員や技術不足等によってノウハウ等が不足しており

新技術を検討することが困難であるという意見が挙げられてきた。下水道技術開発会議の審議

では、職員数や予算が限られる団体では何が課題であるかを考える余裕が無いことや解決策の

探し方が分からないのではないかという問題意識に基づき、課題解決のサポートを目的とした

手法を検討することが提案された。そこで、技術ニーズとシーズの情報共有方法として課題チ

ェックシート（以下、本シート）を検討することとした。これは、事業主体が現在直面してい

る技術的課題・ニーズを認識することを促すとともに、課題解決にあたって、現在あるサポー

ト内容を容易に把握し、解決のための一歩を踏み出すことを促す機会となるツールとなること

目的としている。今年度は本シートを作成するとともに、活用にあたっての課題点の把握と改

善を目的とし、地方公共団体から意見聴収した。  

 

３．２ ヒアリング調査方法 

２章のヒアリング調査の対象とした 5 団体に対して、事前に本シートを送付の上、ヒアリン

グ調査の当日にツールの改善点や要望点、活用方法について調査した。  

 

３．３ 作成した課題チェックシートの概要 

本シートは Excel 形式にて作成した。本シートのフローは、都道府県市町村を入力すると、

統計データ等を自動的に比較し、該当する技術的課題の絞り込みを行う（図 3-1）。その後、技

術的課題を選択することで課題解決に向けた情報が提示される構成とした。  

技術的課題の絞り込みにあたり、課題の提示方法として「人員不足」「老朽化施設の増大」「事

業運営費不足」の観点で課題を整理し、各項目について事業運営状況を示す指標と類似団体の

指標とを比較することで事業運営上の課題が認識できるようにし、事業運営上の課題から技術

的課題を絞り込むことで技術的課題が認識できるような構成とした。そして、抽出された技術

的課題を課題解決に向けた情報に対応させ、課題解決をサポートする構成とした。  
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図 3-1 課題チェックシートによる技術的課題の絞り込み  

 

 

３．３．１ 事業運営上の課題の整理 

事業運営上の課題の整理にあたり、表 3-1 に示す指標を類似団体の指標と比較することで課

題の有無を整理することとした。類似団体は経営状況の見える化ツールにて用いられている類

型区分（総務省 経営比較分析表の類似団体区分）に従い設定した。  

 

表 3-1 地方公共団体の現在の事業運営状況を表す指標  

事業運営状況  指標  出典  

事業運営費  
・経費回収率  [-] 

・経費回収率（維持管理費）  [-] 

下水道事業経営の地域

差の「見える化」につい

て、平成 29 年度決算版、

国土交通省  

人員  

・職員 1 人あたりの処理区域内人口  [人/

人] 

(算定方法) 

処理区域人口（観光人口を除く）  / 部

署等正規職員・正規職員・計  

下水道統計（平成 29 年

度版）、公益社団法人日

本下水道協会  

施設の状況  

・管路 供用年数  [年] 

（算定方法）  

管路施設・供用開始年度（最も古いもの） 

下水道統計（平成 29 年

度版）、公益社団法人日

本下水道協会  

・ポンプ場 供用年数  [年] 

（算定方法）  

ポンプ場施設・稼働開始年度（最も古い

もの）  

下水道統計（平成 29 年

度版）、公益社団法人日

本下水道協会  

STEP 1．自団体の情報入力

STEP 2．自団体と類似団体の現況比較

101.1 ％ 255.9 ％ 2495.7 人/人 54 年 57 年 54 年 100 点

98.1 ％ 192.5 ％ 4137.1 人/人 42 年 39 年 40 年 49.4 点

判定条件

STEP 3．事業運営上の課題に関する技術的課題の選択

技術数

カネ 2件 STEP 4.1 STEP 5.1

ヒト 3件 STEP 4.2 STEP 5.2

モノ 11件 STEP 4.3 STEP 5.3

供用年数 供用年数

良好 課題あり 課題あり良好良好

― ―

比較指標の数値が下記に

当てはまる場合「課題あり]と表示

比較指標の数値が下記に

当てはまる場合「課題あり]と表示

水処理施設の処理能力向上・高度処理化に課題がある

処理場施設の劣化診断が進んでいない

時間や水深，流速の制約で点検調査が進んでいない

技術的課題

（国土交通省、日本下水道協会）（日本下水道協会）（日本下水道協会）（日本下水道協会）（日本下水道協会）

事業マネジメント通信簿経営状況の見える化ツール

平成29年度版 平成29年度版 平成29年度版 平成29年度版 平成29年度版 平成30年度版

比較指標の数値が下記に

当てはまる場合「課題あり]と表示

比較指標の数値が下記いずれかに

当てはまる場合「課題あり]と表示

比較指標 経費回収率

人員不足

経費回収率

（維持管理費）

職員1人あたりの

処理区域内人口
ストマネ通信簿の点数供用年数

管路 ポンプ場

自＞20年

自団体＞類似団体平均 自団体＞類似団体平均 自団体＜類似団体平均

自団体の数値

類似団体平均

課題あり

① 自団体＜類似団体平均 自団体＜類似団体平均 自団体＞類似団体平均 自団体＞類似団体平均

課題判定

② ―

処理場
項目

都道府県名

公共下水道

事業名

福知山市

市町村等団体名

カネ

京都府

事業運営費 人員

備考

施策の実施状況

ヒト モノ

類型区分

Bd1

施設の状況

（国土交通省）

自＞50年 自＞20年

2020年現在での供用年数との比較2020年現在での供用年数との比較

事業運営費不足

良好

参照元
平成29年度版

ポンプ場・処理場

管きょ・マンホールポンプ

施設区分事業運営上の課題 各項目へのジャンプ

2020年現在での供用年数との比較

比較指標の数値が下記いずれかに

当てはまる場合「課題あり]と表示

比較指標の数値が下記いずれかに

当てはまる場合「課題あり]と表示

比較指標の数値が下記に

当てはまる場合「課題あり]と表示

（国土交通省）

―

経営状況の見える化ツール 下水道統計 下水道統計 下水道統計 下水道統計

老朽化施設の増大 ポンプ場・処理場
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・処理場 供用年数  [年] 

（算定方法）  

処理場施設・処理開始年（最も古いもの） 

下水道統計（平成 29 年

度版）、公益社団法人日

本下水道協会  

施策の実施状

況  
・ストマネ通信簿の点数  

下水道全国データベー

ス  事業マネジメント通

信簿（G レポ）  ストッ

クマネジメント  (平成

30 年度)、国土交通省・

公益社団法人日本下水

道協会  

 

 

３．３．２ 課題解決のサポート 

課題解決をサポートするため、提示された技術的課題と、課題解決向けた情報を対応させた。

課題解決策として表 3-2 に示される新技術情報と、表 3-3 に示されている関連ガイドライン等

が提示される。  

課題解決に向けた情報は、下水道革新的技術実証事業等の新技術情報、関連団体が発行する

ガイドライン等である。新技術情報ではさらに技術概要へのリンクやキーワード（期待される

効果）、ガイドラインの有無、問い合わせ先等、技術の有無だけでなく詳細情報も検索できるよ

うにした。  

 

表 3-2 技術的課題解決策として提示される新技術の対象事業等  

技術的課題解決策/ 新技術   

下水道革新的技術実証事業 (B-DASH) 国土交通省  

新技術導入制度 (選定新技術) 地方共同法人日本下水道事業団  

建設技術審査証明事業  (下水道技術) 公益財団法人日本下水道新技術機構  

 

表 3-3 技術的解決策として提示される関連ガイドライン等と発刊主体  

技術的課題解決策 / 

関連ガイドライン・マニュアル  
ガイドライン等発刊主体  

ガイドライン・マニュアル等  国土交通省  

刊行物（設計指針等）  地方共同法人 日本下水道事業団  

技術マニュアル・技術資料  公益財団法人 日本下水道新技術機構  

発行図書（技術・指針類等）  公益社団法人 日本下水道協会  

技術資料  公益社団法人 日本下水道管路管理業協会  

図書  一般社団法人 日本下水道施設管理業協会  

技術資料  一般社団法人 日本下水道施設業協会  

資料等（下水道事業関係）  公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会  
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３．４ ヒアリング結果 

表 3-4 に本シートに関するヒアリング結果を示す。  

活用方法としては、ツールとして技術的課題と解決策の情報がひとつにまとめていることに

よって、何もないところから検索するより効率的に情報収集可能なことや、ガイドライン等の

存在を知らない担当者でも資料を見つけやすくなるといの意見が得られた。さらに、情報を入

手するための導入として使いやすいとの意見が得られた。  

課題、要望点としては、行政ネットワークのセキュリティにより Excel ツールのリンクから

直接インターネットへのリンクが開けないといの意見が挙がった。これに対しては各技術につ

いてホームページの掲載箇所を記載することで、セキュリティが厳しい場合でも解決情報を入

手できるように対応した。また、どの技術的課題を選択すればよいかわからないという意見が

ある一方で、幅広な課題だけではなく詳細な条件を設定して技術を絞りこむことでより深い課

題についても探索できるとよいといった意見があり、職員の下水道事業へのこれまでのかかわ

り方の違いをより意識した構成にすることも必要であると考えられた。今後、さらに試用を進

め、本シートのブラッシュアップを行う必要がある。  

 

表 3-4 地方公共団体職員による意見の概要  

 意見  

活用方法   ツールとして技術的課題と解決策の情報をひとつにまとめているこ

とで、何も無いところから検索・探索するよりは効率的に情報収集

が可能である  

 担当者によってはガイドラインや資料の存在を知らないこともあ

る。このようなツールがあれば、これまでよりも資料が見つけやす

いと思う  

 下水道に精通していない職員が課題点を認識し技術情報を入手する

際の、最初の取っ掛かりとしては使いやすいと思う  

 新技術を探す際の取っ掛かり、情報を補完するような使い方ができ

れば有用である  

課題、要望点   LGWAN（行政ネットワーク）のセキュリティ上、ツールから直接イ

ンターネットへのリンクが開けない  

 職員の技術レベルによってはどの技術的課題を選択すればよいかわ

からないということもあり得る  

 より深い技術的課題についても課題認識や解決策の探索ができると

よい  

 選択した技術的課題に対応する新技術のリストについて、検索性が

向上すると他の技術との比較が容易になる（現状は、技術概要等を

読み込まないと判断が難しい）  

 導入可否判定が可能であれば理想的である  

  



 

31 
 

４．新技術の開発・導入促進に向けた検討 

下水道の事業主体である地方公共団体は、近年、様々な技術的課題に直面している。これら

に対応し得る新技術は、できるだけ早期に実施設に導入され、全国に普及展開することが望ま

しいが、地方公共団体における新技術の導入は、容易ではないのが実情である。  

以下、B-DASH 技術展開状況及び昨年度のエネルギー分科会から引き続き調査した内容を示

す。  

４．１ B-DASH 技術普及展開状況 

B-DASH 技術を対象とし、国土交通省本省にて調査した普及展開状況を表 4-1 に示す。なお、

令和 2 年 5 月時点での B-DASH 技術が導入された 10 技術 113 件を示している。  
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表 4-1 B-DASH 技術の普及展開状況 (国土交通本省調べ、令和 2 年 5 月時点) 

 

採択年度 実証技術 要素技術 導入先（順不同）

H23
超高効率固液分離技術を用いたエネ
ルギーマネジメントシステム

超高効率固液分離
秋田県、岩手県大船渡市、石川県小松市、大阪
市（2箇所）

高機能鋼板製消化槽 愛知県、埼玉県、熊本市
新型バイオガス精製装

置
神戸市（2箇所）、京都市

高効率ヒートポンプ 愛知県

H24
管路内設置型熱回収技術を用いた下
水熱利用技術実証事業

下水熱採熱技術
仙台市、新潟市（2箇所）、滋賀県大津市、愛
知県豊田市、横浜市

H25 
脱水・燃焼・発電を全体最適化した
革新的下水汚泥エネルギー転換シス
テム

低空気比省エネ燃焼技
術

埼玉県

管口カメラ点検+展開
広角カメラ調査

東京都八王子市、長野県岡谷市、愛知県豊田
市、愛知県高浜市、京都府向日市、大阪府大阪
狭山市、広島市、愛媛県大洲市

（類似手法）管口カメ
ラのみまたは管口カメ
ラ点検＋直側カメラ調

査

宮城県村田町、宮城県富谷市、福島県いわき
市、南相馬市、茨城県行方市、千葉県柏市、千
葉県白井市、千葉県茂原市、千葉県浦安市、さ
いたま市、埼玉県川越市、春日部市、行田市、
新座市、東京都清瀬市、東京都瑞穂町、静岡県
磐田市、袋井市、藤枝市、愛知県高浜市、西尾
市、刈谷市、愛西市、豊川市、滋賀県米原市、
奈良市、奈良県天理市、川西町、兵庫県川西
市、伊丹市、三田市、広島市、広島県福山市、
府中町、長崎県諫早市、熊本県上天草市、嘉島
町

広角カメラ 岩手県奥州市、東京都羽村市、広島市

広角カメラ＋衝撃弾性
波調査または衝撃弾性

波調査のみ

北海道旭川市、釧路市、苫小牧市、紋別市、新
ひだか町、青森県六ケ所村、秋田県大仙市、宮
城県村田町、福島県いわき市、茨城県日立市、
群馬県中之条町、邑楽町、埼玉県春日部市、久
喜市、神奈川県海老名市、新潟市、新潟県魚沼
市、長野県松本市、浜松市、滋賀県東近江市、
大阪府堺市、河内長野市、奈良県天理市、長崎
県佐世保市、大分市、大分県日出町

H26
ICTを活用した効率的な硝化運転制御
の実用化に関する技術実証事業

硝化制御技術・アンモ
ニア計

横浜市（2箇所）

H26
ICTを活用したプロセス制御とリモー
ト診断による効率的水処理運転管理
技術

NH4-Nセンサーを活
用した曝気風量制御

(NH4-N/DO制御)技術
横浜市（2箇所）

H28
脱水乾燥システムにおける下水道の
肥料化・燃料化技術

脱水乾燥システム 千葉県市原市

H28
下水道圧送管路における硫酸腐食箇
所の効率的な調査技術

－
秋田県、東京都、東京都国立市、山梨県、石川
県、福井県、滋賀県、京都府、大津市、兵庫
県、三重県、島根県、佐賀県佐賀市、沖縄県

※赤字は令和2年度追記

神戸市東灘処理場再生可能エネル
ギー生産・革新的技術（バイオガス
を活用した効果的な再生可能エネル
ギー生産システム）

H23

H25 
管口カメラ点検と展開広角カメラ調
査及びプロファイリング技術を用い
た効率的管渠マネジメントシステム

H25 
広角カメラ調査と衝撃弾性波検査法
による効率的な管渠マネジメントシ
ステムの実証事業
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４．２ 小規模処理場での省エネルギー対策に関する調査 

４．２．１ 背景 

新下水道ビジョン加速戦略（平成 29 年 8 月）では、「概ね 20 年で下水道事業における電力消

費量の半減」を目標として取り組むことが重要であると述べられている。図 4-1 に全国の下水

処理場の年間消費電力量の規模別の合計を示す。大規模、中規模処理場がそれぞれ 66%, 21%

の電力消費量を占めるが、小規模処理場も 13%の電力消費量を占めており、電力量半減のため

には小規模処理場の省エネルギー化も必要となっている。エネルギー分科会では、主に下水道

資源・エネルギー技術等の新技術の開発および導入促進方策の検討等を行うこととしているこ

とから、オキシデーションディッチ法の処理場の省エネ運転に関するヒアリング調査を実施し

た。  

 

 
図 4-1 全国の下水処理場の年間消費電力量（規模別、平成 28 年度版下水道統計を整理） 

 

 

４．２．２ 方法 

調査対象の処理場は、令和元年度調査の対象処理場のうち、以下に示す関東地方の 2 箇所の

処理場を対象とした。  

 

表 4-2 調査対象処理場  

 
 

事前に、ヒアリング調査票を A,B 処理場を有する地方公共団体に送付し、回答をいただいた

0.8 TWh/y, 
0.80 kWh/㎥, 13%

1.3 TWh/y, 
0.44 kWh/㎥, 21%

4.1 TWh/y, 
0.35 kWh/㎥, 66%

小規模(～10,000 ㎥/d) 中規模 (10,000～50,000 ㎥/d) 大規模 (50,000～ ㎥/d)

流入水量
（日平均）

（万人） (箇所） (年） （㎥/日） （㎥/日） （％）
A 1 1 2004 2,400 1,070 45
B 20 1 2001 2,000 1,209 60

行政人口 処理場数 供用開始 施設能力 流入比率
処理場

T（テラ）：1012 
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後に、ヒアリングを実施した。ヒアリング概要を下記に示す。  

 エアレーション装置の仕様、回転数、運転時間  
 MLSS 濃度や水質の状況  
 電力計の設置について  
 計器の設置状況  
 その他課題や意見など  

 

 

４．２．３ 結果 

表 4-3 に下水道事業に係る地方公共団体職員へのヒアリング結果の概要を示す。  

省エネ運転に向けた主な課題は以下の通りである。  

・責任の分担 

運転方法の変更や電力計設置等を行った際に不具合が発生した場合、通常の維持管理に支障

をきたすリスクを懸念する声があった。省エネ運転を試行するために、放流水質や維持管理業

務に支障があった時の対処方法や責任の分担を明確にしておく必要があると考えられる。  

・費用負担について 

一部の自治体へのヒアリングにおいては、省エネ運転の試行により、設備メーカーや保守点

検業者の立会い等が必要となり、費用が発生する可能性が指摘された。また、業者も立ち会っ

た上で、実施できるかの判断が必要と意見もあった。  

・水質変動などに対するリスク 

ヒアリング対象の自治体では、急な流入水質の変動に対応するため、MLSS 濃度を高めに設

定し備えているとのことであった。また、両自治体ともに、放流水質の悪化を懸念している。 

省エネ運転をする際には、放流水質への影響に十分配慮して、運転方法などを変更する必要

があると考えられる。  

また、ヒアリングに先立つ令和 2 年 11 月に、令和元年度調査の報告を A,B 処理場を有する

地方公共団体に対しそれぞれ行ったところ、B 処理場では令和 2 年 12 月末より一部省エネ運転

を実施している状況であった。以下、B 処理場において省エネ運転を開始できた要因について

考察する。  

・A,B 処理場とも運転管理は民間委託しているが、A 処理場では管理社員は 1 名である一方、

B 処理場は 5 名であった。B 処理場の方が、管理が行き届きやすく不測の状態に対応しやすい

といえる。  

・B 処理場を有する地方公共団体は、単独公共下水道の他に流域関連公共下水道事業も実施

しており、処理場担当の職員は少ないが下水道部署全体の職員は多く、又体制が整っている。

このことから、業者への指導が行き届きやすかったと推測される。  

これらのことから、広域化・共同化により管理体制を充実させることや、省エネ運転実施に

関する講習・研修の実施により地方公共団体職員の指導力の向上を図ることが、省エネ運転普

及に向けて重要であることが示唆された。  
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表 4-3 地方公共団体の現在の事業運営状況を表す指標  

 B 処理場 D 処理場 

エアレーション装置の 

運転時間の設定方法 

1 サイクル 4 時間で 6 サイク

ルタイマー設定 

最大 7 サイクルのタイマー制御

で時間の幅は任意 

エアレーション装置の 

運転時間の調整の容易さ 

比較的容易である 容易である（PLC 等の書き換え

は不要） 

電力測定の可否 電力計によって取り付けの可

否が異なるためできるか不明

（電気設備の保守点検業者回

答） 

系列ごとに計測が可能 

支障・課題と

なる事項 

責任分担 

 

 不具合が発生した場合、通常の

維持管理に支障をきたすリス

クがあるために、試行時に支障

があった時の対処や責任をど

うするか明確にする事が必要

と思える 

特になし 

 費用分担  省エネ運転の試行による業務

が通常の維持管理等に追加さ

れた場合に、費用負担、責任等

を明確にする必要がある 

 系列ごとに運転を変更すると

なると、業者（設備メーカーや

保守点検業者）が必要となり、

費用が発生する可能性がある。

業者も立ち会った上で、実施で

きるかの判断が必要 

 予算化していない費用などが

発生した場合の負担などが懸

念される 

特になし 

 水質の変動  運転方法を変えることはでき

るが、水質が悪くなった場合を

考えると、自治体職員からの指

示がないと、維持管理業者とし

ては実施できない 

流入ＢＯＤ等計画値を大きく超

える流入がまれにある 
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５．まとめ 

比較的小規模の地方公共団体等を対象とし、技術ニーズ等に関するヒアリング調査を実施し

た。導入検討段階の課題として、新技術導入検討および実施時の技術不足、人員不足や、新技

術の適用規模が範囲外であるとの回答があった。また、比較的小規模の地方公共団体が新技術

の導入を検討するにあたり必要となる情報に関する意見の中でも、新技術は自団体が保有する

施設の規模に該当していないと感じているという回答があり、よりニーズに即した技術開発の

必要性に加え、情報の受け手がより効率よく必要な技術情報に接する方法の検討が必要である

と考えられた。  

これまでの下水道技術開発会議での議論も踏まえ、課題解決のサポートを目的とした課題チ

ェックシートを作成、ヒアリング対象とした地方公共団体に試用していただき、今後、より効

果的なツールとしての修正の方向性を把握した。  

また、エネルギー分科会では、小規模処理場を対象に省エネ運転実施に関するヒアリング調

査を行い、実施する際の課題を把握した。  

 

 

参考文献 

１）下水道技術ビジョン、国土交通省水管理・国土保全局下水道部、国土交通省国土技術政  

策総合研究所下水道研究部、2015. 

２）下水道技術開発レポート 2020、国土技術政策総合研究所資料 1153 号、2021. 
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５．下水道地震被害推定システムの精度及び利便性の向上等

に関する調査 
 

下水道研究室   室   長 岡安 祐司 

研 究 官 濵田 知幸 

         交流研究員 山路  昂央 

１. はじめに 

阪神・淡路大震災以降、頻発する大地震により、下水道施設が被災する事態が相次いでいる。東

日本大震災（2011 年）においては、下水道管路 600 ㎞以上、マンホール 15,000 基以上、下水処理場

120 箇所、ポンプ場 112 箇所が被災した 1)。ポンプ場及び下水処理場の被災箇所の多くは津波による

ものであるが、管路被害の多くは液状化現象等によるもので、処理場の被害が軽微であっても、処

理場に至る途中で、下水の流れが滞るケースも多く発生した。下水道管路施設が被災すると、下水

道サービスの停止や、道路陥没等の 2 次災害が発生するなど、地震後の避難や生活再建、災害復旧

等に多大な影響を及ぼす恐れがある。 

下水道施設を整備・管理する地方公共団体は、これらの状況を踏まえ、早急に施設の耐震化を進

め、被災した際に最低限の下水道の機能維持と早期に機能回復を実現させることが求められる。し

かしながら、我が国の下水道管路施設の耐震化率は、平成 29 年度末現在、重要な幹線において 50％

と低迷している。地方公共団体が、限られた人員、時間、予算の中で耐震化を迫られているなか、

多様な土地利用や設置条件の異なる膨大な延長の下水道管路が埋設されていることから、被害想定

等に基づき、守るべき施設を特定するなど、耐震対策の優先順位を定めて効率的に実施することが

求められている。 

下水道施設の耐震対策指針と解説 2)（以下、耐震指針）では、管路施設の耐震対策の優先度は、

施設の重要度や想定される被害形態、被害の程度等、万一被災した場合のリスクも加味して決める

ことが望ましいとしており、優先順位の評価指標として、「①下水道機能として重要、②二次災害の

影響が大きい、③老朽化が進んでいる、④被害を受けやすい、⑤耐震性能が低い、⑥津波による浸

水が想定される」を示し、これらを総合的に判断するとしている。国総研では、耐震指針で示され

た耐震化の優先順位の評価指標を踏まえて、地方公共団体が耐震化を計画する際、総合的に判断す

るための基礎的な資料として活用していただくことを念頭に研究を実施しており、評価指標のうち、

「④被害を受けやすい」、「⑤耐震性能が低い」という評価指標で液状化危険度の高い下水道管路を

把握し、耐震化計画に反映できるようにすることを目指し、「下水道管路の管属性条件別の被災率整

理」に取り組んでいる。 

本年度は、平成 30 年北海道胆振東部地震で被災した地方公共団体の下水道台帳等に記載された

下水道管路の情報を表形式に整理し、過年度に整理した被災下水道管路の情報を用いて下水道管路

の条件別の被災率を整理した。これらの結果について分析し、下水道管路の被災しやすい条件を検

討した。 
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２．下水道管路施設の情報整理 

 表１に示す平成 30 年北海道胆振東部地震で被災した地方公共団体（4 団体）の下水道管路の情

報について、地方公共団体にご協力いただき、GIS データ等を収集し、エクセル形式で整理した。 

 

 

 

【整理項目】 

① 地方公共団体名（都道府県、地方公共団体名） 

② 処理区名 

③ 管路情報（管種・管径、土被り厚、スパン延長、布設年度等） 

④ 管路の施工方法（開削工法・推進工法） 

⑤ 地震情報（地震名、各地方公共団体における代表計測震度、発生年月日） 

⑥ 地盤条件（微地形区分、治水地形分類） 

 

 

３．被災率整理結果 

 平成 30 年北海道胆振東部地震における下水道管路の布設条件別の被災率整理結果のうち、土被

り、管種・管径、スパン延長及び施工方法の結果を示す。本年度は、被災が多かった汚水管および

合流管での被災率(被災延長/布設総延長×100)を算出した。 

 

（１）土被り 

A では全体的にどの深度でも被災率は低かった。B は 1.0ｍ～3.0ｍ、C は 3.0ｍ～4.0ｍ、D は 1.0

ｍ～4.0ｍで被災率が高くなった（表２）。土被りが深いほど、地下水位以下となり液状化しやすい

ことが想定されたが本調査では顕著な傾向は得られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 収集データ 

事業計画図 下水道台帳 布設年度資料 施工方法 微地形分類 治水地形分類

イラストレーター GIS GIS GIS GIS GIS

CAD、
イラストレーター

GIS GIS GIS GIS 古地図

CAD クラウド クラウド クラウド GIS 古地図

CAD PDF

PDF
※一部管きょについ

ては現地にて竣工図
書より確認

現地にて竣工図
書より確認

GIS GIS

A

D

B

C北海道

地方公共団体
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（２）管種・管径別 

コンクリート管、塩ビ管の被災率を整理したが、以下のとおり地方公共団体によっては被災率

の高いデータもあったが顕著な傾向は得られなかった。耐震指針では、マンホールと管きょの接

続部などには、可とう性を有する継手を用いて屈曲が可能な柔軟な構造にするなどの対策を行う

とされている。A は可とう性接手を用いているのに対し、他の地方公共団体の布設年次が古い場

合に可とう継手を設けていないところもあり、被災率が高くなった一因と考えられる。 

1) コンクリート管 

A では約 3,300km 布設されているが、被災率は 1％未満となっている。その他の地方公共団体

では D が被災しており、φ250～φ400 の条件で被災率が高くなった 

2) 塩ビ管 

A ではほとんど被災を受けていないものの、B の一部処理区、D で高い被災率となった。 
 

（３）塩ビ管のスパン長別被災率 

 塩ビ管の被災が多かった B、C、D の地方公共団体について、スパン長毎の被災率を整理した

（表３）。スパン長が長くなるほど被災率が高くなる傾向にあった。 

表２ 土被り別の被災率 

震度 5強 6弱 7
地方公共団体
処理区 ① ② ① ② ③

布設延長(km) 13.9 19.4 0.8 0.5 0.6 1.8
被災延長(km) 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
被災率(%) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
布設延長(km) 1365.5 866.1 15.9 15.1 1.1 16.6 11.4 60.2
被災延長(km) 1.67 0.17 0.63 1.63 0.43 0.34 1.36 4.39
被災率(%) 0.1 0.0 4.0 10.8 38.4 2.0 11.9 7.3
布設延長(km) 673.4 367.0 10.1 11.1 1.7 8.5 5.1 36.46
被災延長(km) 1.20 0.29 1.20 1.84 0.17 0.29 1.56 5.06
被災率(%) 0.2 0.1 11.9 16.6 9.9 3.4 30.8 13.9
布設延長(km) 221.8 132.6 3.0 2.6 0.3 2.6 0.7 9.11
被災延長(km) 0.38 0.08 0.21 0.05 0.00 0.60 0.20 1.06
被災率(%) 0.2 0.1 7.1 1.9 0.0 23.3 28.2 11.6
布設延長(km) 212.9 137.1 5.2 3.0 0.5 1.9 1.3 11.83
被災延長(km) 0.17 0.00 0.42 0.26 0.00 0.00 0.09 0.77
被災率(%) 0.08 0.00 8.1 8.6 0.0 0.0 6.8 6.5
布設延長(km) 2.5 0.8 0.84
被災延長(km) 0.00 0.00 0.00
被災率(%) 0.0 0.0 0.0
布設延長(km) 2487.5 1524.6 35.7 31.9 3.6 30.0 19.1 120.22
被災延長(km) 3.57 0.54 2.46 3.78 0.60 1.23 3.21 11.28
被災率(%) 0.1 0.0 6.9 11.9 16.8 4.1 16.8 9.4

3.0m超
4.0m以下

4.0m超

不 明

合 計

C

1.0m以下

1.0m超
2.0m以下

2.0m超
3.0m以下

土被り
D

A
6強

合計B
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（４）施工方法別被災率 

A の施工方法別被災率に関しては、管属性別被災率と同様にほとんどの条件で 1％未満の被災率

であった。A 以外の施工方法別被災率を表４に示す。B と C では開削工法区間のみが被災を受けて

おり、B の①処理区と②処理区で 10％を超える被災率となっている。D に関しては開削工法区

間、推進工法区間ともに被災を受けたが、、開削工法区間の被災率が 20％を超えており被災が顕著

であった。全体的に推進工法よりも開削工法区間の被災率が高かった。 

開削工法区間でも、埋戻し液状化対策工法（表５参照：①埋戻し部の締固め度を 90%以上によ

り過剰間隙水圧を小さくする、②砕石等による埋戻しにより過剰間隙水圧を消散させる、③地下水

位以深を固化改良土で埋戻して非液状化層とする）を実施したものは被災率が低くなっている可能

性があるため、布設年度も含めた解析を実施する予定である。 

 

 

 

 

 

表３ 塩ビ管のスパン長別被災率 

震度 7
地方公共団体
処理区 ① ② ③

布設延長(km) 1.48 1.41 0.11 1.36 0.74 5.10
被災延長(km) 0.05 0.11 0.00 0.06 0.15 0.37
被災率(%) 3.4 7.8 0.0 4.4 20.3 7.3
布設延長(km) 2.82 1.97 0.17 1.44 1.06 7.46
被災延長(km) 0.17 0.27 0.03 0.03 0.07 0.57
被災率(%) 6.0 13.7 17.6 2.1 6.6 7.6
布設延長(km) 3.07 3.28 0.18 1.83 1.73 10.09
被災延長(km) 0.23 0.14 0.07 0.07 0.31 0.82
被災率(%) 7.5 4.3 38.9 3.8 17.9 8.1
布設延長(km) 4.46 5.18 0.23 4.00 1.58 15.45
被災延長(km) 0.40 0.81 0.00 0.00 0.28 1.49
被災率(%) 9.0 15.6 0.0 0.0 17.7 9.6
布設延長(km) 18.55 16.84 2.86 20.74 8.87 67.86
被災延長(km) 1.61 2.45 0.50 1.07 1.88 7.51
被災率(%) 8.7 14.5 17.5 5.2 21.2 11.1
布設延長(km) 30.38 28.68 3.55 29.37 13.98 105.96
被災延長(km) 2.46 3.78 0.60 1.23 2.69 10.76
被災率(%) 8.1 13.2 16.9 4.2 19.2 10.2

50m以上

スパン長

20m未満

20～30m

30～40m

40～50m

6強
合計B C D

合 計
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表４ 施工方法別の被災率 

表５ 埋戻し土の液状化対策概念図 3） 

震度 7
市町名
処理区 ① ② ③

布設延長(km) 31.56 28.81 3.57 28.21 13.35 105.50
被災延長(km) 2.46 3.78 0.60 1.23 2.99 11.06
被災率(%) 7.8 13.1 16.8 4.4 22.4 10.5
布設延長(km) 4.12 3.06 0.00 1.79 5.75 14.72
被災延長(km) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22
被災率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.5
布設延長(km) 35.68 31.87 3.57 30.00 19.10 120.22
被災延長(km) 2.46 3.78 0.60 1.23 3.21 11.28
被災率(%) 6.9 11.9 16.8 4.1 16.8 9.4

合 計

開削
工法

推進
工法

施工方法
6強

合計B
C D
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４．まとめ 

 下水管路の布設条件別の被災率を整理した結果、「土被り」と「管種・管径」に関しては顕著な

傾向は得られなかった。「スパン長」に関してはスパン長が長いほど被災率が高くなる傾向にあっ

た。また、「施工方法」について推進工法よりも開削工法の被災率が高くなった。 

 今後は地質等の条件や複合的な条件による影響などの解析を進めるとともに、平成 30 年北海度

胆振東部地震以外の被災率についても整理し、より多様な条件による被災しやすさの解析を行う。 

 

 

謝 辞 

 平成 30 年北海度胆振東部地震における下水道管路施設の被害傾向分析を進めるに当たり、関連

資料の提供等にご協力いただいた地方公共団体の皆様に、心より謝意を表します。 
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今後の下水道地震対策のあり方－、下水道地震対策技術検討委員会、2005.8 
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６．下水処理水の衛生学的な安全性を考慮した技術基準及び管理手法

に関する調査 

       

下水処理研究室  室   長 田隝 淳    

研 究 官 松橋 学  

研 究 官 福間 泰之 

 

１．はじめに 

公共下水道から公共の水域又は海域に放流される水の水質は、下水道法施行令の「放流水の水質

の技術上の基準」及び、水質汚濁防止法の一般排水基準により定められており、その指標の一つと

して、大腸菌群数が挙げられる。大腸菌群数の基準は、水道協会下水道部門を統合し下水道協会が

設立された昭和 39 年よりさらに前の昭和 13 年水道協会が第 7 回総会において水道協会協定として

議決された「放流水の水質標準」において「1 ㏄に付き 3000 個」1）とされており現在に至るまで

放流水の基準として用いられてきた。しかし、平成 25 年 8 月の「水質汚濁に係る生活環境の保全

に関する環境基準の見直しについて（諮問）」を受け、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基

準のうち、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大

腸菌数へ見直された 2)。下水道からの放流水の水質の技術上の基準についても大腸菌群数から大腸

菌数への変更について検討を行う必要があり、国土技術政策総合研究所では、下水道における大腸

菌数の指標に関する実態の把握や測定方法、基準検討に必要な情報の収集、整理を行っている。 

本調査では、下水を対象とした大腸菌測定方法の室間精度を把握することを目的に、下水処理場

の二次処理水、放流水について、3 つの測定機関で大腸菌を測定し各測定方法の室間精度を把握し

た。 

 

２．調査方法 

２．１ 調査概要 

調査対象の下水処理場は、関東地方の

2 箇所の下水処理場で流入水を採取後、

滞留時間を考慮して 2 次処理水、放流水

を採取した。試料採取は 2021 年 1 月およ

び 2 月の 2 回実施し、2 次処理水の採水

地点と塩素注入地点が近接しているた

め、放流水に加え、2 次処理水についても

採水後ただちにチオ硫酸ナトリウムによ

る塩素中和を行った。採水した下水処理

場の条件を表１に示す。 

２．２ 分析機関 

本調査では、室間精度の検証を目的と

 A 処理場 B 処理場 

処理方式 
オキシデーションディ

ッチ法 
嫌気無酸素好気法 

現有能力 
17,600 ㎥/日 

（晴天日最大） 

53,200 ㎥/日 

（晴天日最大） 

滞留時間 51 時間 24 分 17 時間 15 分 

消毒方法 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

接触時間 25 分 50 分 

採水場所 流入水、二次処理水、放流水 

採取条件 晴天時、同一業者の採水、同一時間での採水 

採水日 1 回目 1 月 25～27 日、2 回目 2 月 22～24 日 

表１ 調査対象処理場 
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しているため、関東地方に分析室を持つ 3 つの

分析機関（X 社、Y 社、Z 社）で分析を実施し

た。また、測定精度の管理のため大腸菌測定時

の操作開始時刻、及び試料測定順序等を統一し

て実施した。 

２．３ 測定項目 

２．３．１ 水質の測定 

水質測定は、水温、pH、浮遊物質（ss）を下水

試験方法 2）に準じて測定すると共に、NH４-N、

PO4-P、NO２＋３-N、NO2-N について測定を行っ

た。 

２．３．２ 大腸菌群数及び大腸菌数

の測定 

大腸菌群数及び大腸菌数の測定は、2

処理場の流入水 2 回、二次処理水 2 回、

放流水 2 回の計 12 試料を対象とした。

流入水は、1 分析機関で繰返し測定回

数を 3 回とし、二次処理水及び放流水

については 3 分析機関で繰返し測定回

数を 5 回として測定した。また、測定

方法は、特定酵素基質培地により平板

法は（A）～（F）の 6 種類、最確数法

は 1 種類（H）実施し、大腸菌群数に

ついてデソキシコール酸塩培地によ

る平板法（G）を併せて実施した。な

お、実施にあたっては、培養時間、培

養温度、培地製造ロットを統一して行

った。培養条件等の詳細を表２に示

す。 

３．結果及び考察 

３．１ 水質測定の結果 

水質項目測定結果として、水温は

15℃以上であり、pH は 6.8～7.7 であ

った。 SS については、流入水で

150mg/L 程度、処理水で 2～4mg/L 程

度であった。また、アンモニアも減少

しており、亜硝酸蓄積も見られないこ

とから良好な処理が行われていることを確認した。また、2 処理場の 1 回目、2 回目の流入水及び放

流水の水質は同程度であった。 

表２ 培養条件 

図１ デソキシコール酸塩培地による大腸菌群数の測定結果 
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図２ デソキシコール酸塩培地と特定酵素基質培地による大

腸菌群数測定の比較(分析機関Ｘ) 

培地 培養温度（℃） 培養時間（時間）
A 36 20
B 36 21
C 37 24
D 36 20
E 36 24
F 36 24
G 35 20
H 35 24
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３．２ 大腸菌群数及び大腸菌数    

の測定結果 

対象処理場の処理状況実態把

握のため、現在の公定法であるデ

ソキシコール酸塩培地平板法（G）

の測定結果について図１に示す。

流入水では 10５CFU/mL 程度、二

次処理水では 103CFU/mL 程度、

放流水では、A 処理場で 10 ２

CFU/mL、B 処理場で 10１CFU/mL

程度であり、過去の調査結果 3)と

同程度の除去率及び放流水質で

あった。また、基準値である大腸菌群数 3000 個/mL を大きく下回る結果であることから対象処理場

において良好な処理が行なわれていることが確認できた。 

 次に特定酵素基質培地平板法（A）～（F）、最確数法（H）で測定した大腸菌群数と公定法（G）

を比較した結果、B 処理場の放流水の試料にばらつきがあったもののそれ以外の試料についてはほ

ぼ同様の値であった（図２）。また、大腸菌群数に占める大腸菌数割合を算出した結果、流入水で 20

～40％、二次処理水で 15～35％、放流水で 5～25％の範囲であった。過去の調査 4）では、処理水で

は概ね 20～40％の割合との報告がされており、本調査において、やや低い値を示す培地があったも

のの、同様の結果となった（図３）。 

３．３ 繰返し精度及び室間精度の検討 

大腸菌測定における分析室間の精度検証を行うにあたり、特定酵素基質培地平板法で測定した各

試料毎の繰返し精度を確認し、その結果を基に、3 分析機関の分析室間での測定結果の比較により

室間精度を確認した。繰返し精度及び室間精度の評価は、水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラ

イン 5）における目標値を参

考に、変動係数がそれぞれ

30％以内及び 35％以内であ

れば精度が確保できるとい

う評価とした。 

繰返し精度について、そ

れぞれの培地毎 1 試料当た

り 5 回、各分析機関で測定

し、変動係数を算出した結

果を表３に示す。B 処理場

の放流水以外は概ね 20％以

下であり、30％を下回る結

果となった。B 処理場の放

流水については、1 月は

10CFU/mL、2 月は 1 

CFU/mL 以下の低濃度であ
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図３ 特定酵素基質培地による大腸菌群数に占める大腸菌数の割合

(分析機関Ｘ) 

A2次
処理水

A2次
処理水

A放流水 A放流水
B2次
処理水

B2次
処理水

B放流水 B放流水

1月 2月 1月 2月 1月 2月 1月 2月
A X 5.1% 12.3% 6.0% 6.2% 11.3% 12.1% 34.4% 223.6%

Y 5.3% 3.8% 11.4% 4.8% 10.9% 9.8% 54.3% -
Z 5.9% 2.5% 11.2% 5.5% 19.3% 5.6% 45.1% 223.6%

B X 12.5% 7.3% 17.8% 14.1% 13.3% 17.9% 51.3% 136.9%
Y 5.6% 4.8% 23.8% 8.7% 9.3% 11.9% 46.6% 223.6%
Z 3.6% 9.2% 8.9% 12.4% 10.1% 16.1% 35.4% -

C X 15.2% 14.0% 15.8% 12.2% 20.8% 11.9% 55.9% 136.9%
Y 8.4% 8.0% 16.5% 6.3% 8.1% 9.2% 37.3% 136.9%
Z 5.8% 7.7% 24.7% 10.5% 16.8% 15.1% 60.1% -

D X 8.8% 8.8% 16.7% 7.8% 8.4% 9.0% 108.7% -
Y 3.8% 15.6% 15.2% 8.6% 14.1% 17.7% 35.3% -
Z 5.0% 12.8% 13.1% 7.3% 11.0% 5.7% 31.7% 223.6%

E X 9.1% 7.4% 11.7% 3.3% 17.4% 10.8% 93.1% 70.7%
Y 20.3% 20.4% 8.1% 4.5% 19.1% 8.7% 55.2% 136.9%
Z 7.5% 5.9% 6.5% 6.2% 18.8% 12.2% 24.8% 223.6%

F X 7.9% 11.6% 14.4% 15.3% 19.2% 9.6% 139.2% 55.9%
Y 6.1% 5.0% 22.0% 13.2% 8.4% 11.0% 53.4% -
Z 6.9% 18.3% 12.4% 17.1% 17.8% 18.8% 59.3% 223.6%

表３ 3 分析機関での測定による変動係数 
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ることから、変動係数が高くなり

精度が確保されなかったと考えら

れる。そのことから測定の際に計

数するシャーレのコロニー数が少

なくなると誤差が大きくなる傾向

があり、試料が高濃度の場合、希

釈倍率を変更することで精度の確

保が可能である一方で、低濃度の

試料については、定量的な評価を

行う精度が確保できない可能性が

ある。 

 次に室間精度について 3 機関の

分析結果から培地毎に変動係数を

算出した結果を図４に示す。なおＢ処理場の放流水については、繰返し精度が確保できていないこ

とから室間精度の検討から除外した。特定酵素基質培地平板法による大腸菌測定の室間精度は、A

処理場放流水の培地 F を除き 35％以内であった。A 処理場の放流水で培地 F の変動係数が大きくな

った原因として、1 機関の放流水が二次処理水よりも大きな値となっていることから、当該機関の

放流水試料に SS が混入するなど測定上の不具合があった可能性が考えられるが、明確な原因は不

明であった。 

 

４．まとめ 

本調査では、2 つの下水処理場の二次処理水、放流水について、大腸菌群数及び大腸菌数の実態

を把握し、3 つの測定機関で大腸菌を測定し各測定方法の室間精度を把握した。実態として、良好

に処理されている下水処理場においては、放流水で大腸菌群数に占める大腸菌の割合は、15～35％

であった。また、特定酵素基質培地を用いた平板法の精度は、大腸菌濃度が低濃度でなければ、繰

返し精度は確保できていた。また、室間精度についても、繰返し精度が確保できていれば概ね精度

は確保できると考えられる。今後は、計数時の希釈倍率の設定など測定の留意事項等について検討

する。 

  

【参考文献】 

1） 下水道技術開発委会議：環境基準見直しによる大腸菌数の排水基準設定に伴い発生する課題に

関する調査研究報告書、平成 29 年 3 月 

2） 環境省ホームページ ：水質汚濁に係る環 境基準の見直しにつ いて（お知らせ） , 
http://www.env.go.jp/press/110052.html、令和 4 年 3 月 23 日現在 

3） 下水試験方法 2012 年度版上巻、公益社団法人日本下水道協会 P229,P245,p251, 

4） 原田一郎、藤井都弥子、小越 眞佐司、對馬育夫、：下水処理施設への新たな衛生学的指標導入

に関する検討、平成 24 年度下水道関係調査研究年次報告書集、国土技術政策総合研究所資料、

No.773、pp59-66、2014 

5） 厚生労働省、 水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン、P5、平成 24 年９月６日、最終改

定平成 29 年 10 月 18 日 

図４ 分析機関間の変動係数 
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７．下水道から排出される温室効果ガス対策に関する調査 

下水処理研究室   室   長 田隝  淳 

研 究 官 粟田 貴宣 

研 究 官 松橋  学 

 

１．はじめに 

2021 年の地球温暖化対策計画において、2030 年度における日本全体での温室効果ガス排出量削減

目標が 46%（2013 年度比）とされている。その中で下水道から排出される二酸化炭素（以下、「CO2」

という）、メタン（以下、「CH4」という）、および一酸化二窒素（以下、「N2O」という）の排出量削

減の取り組みが必要であることが記載されている 1）。下水道事業から排出される温室効果ガスは約

60%が電力消費による CO2 であるが、水処理及び汚泥焼却において CH4 や N2O などの強温室効果ガ

ス（CH4 は CO2 の 25 倍、N2O は CO2 の 298 倍の温室効果）も排出され CO2 換算でそれぞれ約 10、

20％を占めている。水処理から発生する N2O については生物反応による副生成物もしくは中間生成

物として発生することが知られているが、関与する微生物と環境因子が複数存在しているため、N2O

の発生因子や発生のメカニズムについては依然不明な点が多く、N2O 排出抑制にはつながっていな

い。 

国総研ではこれまで実際の排出量や排出傾向について明らかにするために、標準活性汚泥法、高

度処理水質を得ることを目的とした標準活性汚泥法の躯体を利用した工夫運転（段階的高度処理）、

嫌気好気法、循環式硝化脱窒法、嫌気無酸素好機法を採用する下水処理場を対象とした N2O 発生量

調査を実施してきた。本研究課題「下水道から排出される温室効果ガス対策に関する調査（R2～R4

年度）」では、特に N2O ガスに着目した温室効果ガス排出量削減手法の提案・効果の評価を目的と

する。令和 2 年度は、インベントリへの活用および N2O 発生因子抽出のための排出量実態を把握す

るために実下水処理場での発生量調査を実施した。 

 

２．研究内容 

２．１ 擬似的な嫌気好気運転（疑似 AO 法）を実施している処理場における調査 

閉鎖性水域などにおいて富栄養化対策として下水処理場における高度処理の導入が推進されてい

るが、既存施設の改築更新時まで高度処理が導入されないことが多い。そこで、処理場によっては

改築更新を待たずに、標準活性汚泥法施設を活用した段階的高度処理運転の導入によって環境基準

の早期達成や処理水質の安定化を図る取り組みがなされている。 

これまでの調査において、四季変動を含む同一年度内での N2O 発生量の変化について明らかにす

るために調査を行ってきた。本年度は窒素除去を目的とした運転を実施している下水処理場におい

て異なる時期における N2O 発生量変動の傾向、特に N2O 発生量に大きく寄与していると言われてい

る亜硝酸蓄積への対応前後について、N2O 排出量を把握するための調査を実施した。 

２．１．１ 調査方法 

対象とした処理場は、段階的高度処理の一つである疑似 AO 法を採用しており、曝気制限によっ

て擬似的に嫌気条件を再現していた。また、昨年度春季から夏季および秋季から冬季にかけての 2

回に亜硝酸の蓄積が確認されており、亜硝酸の蓄積が始まる前及び後で亜硝酸蓄積解消のための運

転工夫がなされていた。本年度はこの運転工夫の前後においてどの程度 N2O 発生量に違いが生じる
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かを検討することを目的として調査を実施した。 

調査は令和 2 年 7 月 16〜17 日、8 月 18〜19 日、11 月 30 日〜12 月 1 日、令和 3 年 1 月 18 日〜19

日の 4 回実施した。調査は 24 時間調査とし、同採取地点において 24 時間コンポジット（4 時間に 1

回）でガス採取及び採水を実施（計 7 回）し、平均値をそれぞれの調査時の値とした。サンプル採

取は、疑似 AO 法では流入、初沈越流水、返送汚泥、嫌気槽、好気槽、最終沈殿池、処理水にて行

った。ガス態の N2O 測定用のサンプルとして、反応槽水面にガス捕集器を設置し、ガスバックに採

取した。嫌気槽からの採取については、ガス捕集器を 2 台使用し、0 分用と 20 分用を同時に設置し

た。それぞれ所定の時間のサンプルをガスバックへ捕集し、0 分のものをバックグラウンド、0 分と

20 分の濃度差を排出量の算出に用いた。ブランク試料として、ブロワ取り込み口付近の大気を採取

した。溶存態の N2O 測定用のサンプルは、あらかじめ 22 mL バイアル瓶に 20%グルコン酸クロルヘ

キシジン溶液 160 μL（最終濃度：0.26%）、超純水 9 mL を添加し、密栓したものを準備し、液体サ

ンプル 3 mL をシリンジで注入して冷蔵保存した。サンプル注入時は内部圧力を大気圧にするため、

注射針を刺した状態でサンプルを注入した。ブランク試料として、サンプルを入れないものを 3 本

作成した。水質分析用のサンプルは、採水後速やか（20 分以内）にガラス繊維ろ紙にてろ過し、溶

存有機物濃度（DOC）、溶存無機窒素濃度、リン濃度の測定を行った。また、採水後に MLSS 濃度、

SV30 の測定を実施した。 

N2O ガス分析は、電子捕獲検出器（ECD）付ガスクロマトグラフ（ガスクロマトグラフ GC-8A、

SHIMADZU 社製）を用いて濃度測定を行った。カラムには PORAPAK-Q（1 m、80/100 メッシュ、

Waters 社製）を用い、キャリアガスに Ar+CH4（5%）を使用した。ECD-GC の試料導入部及び検出

器温度を 250°C、カラム温度を 80°C に設定した。溶存態 N2O 濃度は、ヘッドスペース法（温度 40°C、

恒温時間 150 分、HEADSPACE Autosampler tekmar 7000（Tekmer-DOHRAMANN 社製））により分析

を行った。溶存有機物濃度については、TOC-5000（SHIMADZU 社製）にて測定を行った。溶存無

機窒素（NH4-N、NO2-N、NO3-N）及び全窒素濃度は、自動比色分析装置 QuAAtro2-HR（BL-TEC 社

製）を用いて測定した。 

 

２．１．２ 段階的高度処理（疑似 AO 法）から排出される N2O 

嫌気槽および曝気槽は隔壁のない連続した一つの槽であるが、曝気を制限している範囲を嫌気槽、

曝気槽前部を好気槽 1、中部を好気槽 2、後部を好気槽 3 とした。表 1 に単位流入水量あたりのガス

態 N2O 発生量、表 2 に溶存態 N2O 濃度を示す。図 1 に各槽における各態窒素濃度および溶存有機物

濃度（DOC）を示す。 

表１ 単位流入量あたりのガス態 N2O 排出量 

最初沈殿池嫌気槽 好気槽1 好気槽2 好気槽3 最終沈殿池

2020.7月 0.0 39.9 34.8 250.6 610.0 6.3

2020.8月 0.1 0.5 36.4 126.9 75.0 0.5

2020.11月 0.0 0.0 11.3 46.7 104.7 0.3

2021.1月 0.0 0.8 38.5 173.2 363.0 0.9

(mg-N2O/m3)
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サンプリング時の最終沈殿池における溶

存有機物濃度は 10mg/L 以下であり、年間を

通して安定した有機物除去が行われている

ことが確認できた。ガス態 N2O 最大排出量は

7、8、11、1 月において、それぞれ 610、127、

105、363 mg-N2O/m3 であった。単純比較はで

きないが、これらの値は報告されている AO

法の N2O 排出係数 1）29.2 mg-N2O/m3（測定の

平均値）に比べて非常に大きな値であること

がわかる。溶存態 N2O 濃度についても N2O

排出量に比例する傾向が観察され、7 月サン

プリング時に高い濃度が観察された。また、

N2O 転換率（除去された流入窒素の N2O への

転換率）はそれぞれ 4.8、0.93、0.58、1.87％

であった。これらの転換率は過去の調査で実

施した標準法の躯体を利用した工夫運転に

よって硝化脱窒法を再現する疑似硝化脱窒

法（0.05〜0.33％）や疑似 AO 法（0.07〜0.37％）

と比較すると非常に大きな値であった 2）。こ

れまでの調査結果において、反応槽内で観測

される亜硝酸濃度の上昇に伴い、N2O 排出量

が増加する傾向が観察されていたが、本年度

の観測結果から、図 1 に示す亜硝酸がほとん

ど蓄積していない硝化が卓越している状況

（8、11、1 月）においても N2O 発生量が大

きく、亜硝酸が蓄積すること以外にも N2O 排

出量増加に影響を与える因子が存在するこ

とが示唆される結果であった。 

 

２．１．３ N2O 排出量へ影響を及ぼす因子

について 

 7 月サンプリング時において、アンモニア

が亜硝酸まで酸化される亜硝酸型の硝化が

表２ 単位流入水量あたりの溶存態 N2O 濃度 

流入水 最初沈殿池嫌気槽 好気槽1 好気槽2 好気槽3 最終沈殿池処理水

2020.7月 4.3 4.2 4.5 14.9 92.9 243.0 450.2 455.7

2020.8月 4.8 4.7 4.8 13.7 29.9 16.1 26.4 27.8

2020.11月 13.3 4.4 4.8 6.9 14.8 18.5 20.7 22.1

2021.1月 17.6 4.3 4.4 10.9 50.6 75.4 95.9 93.6

(mg-N2O/m
3)

図１ 各態窒素濃度および溶存有機物濃度 
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確認された。一方で、8 月から 11 月においては、アンモニアが硝酸まで酸化される硝酸型の硝化が

確認された。これまでの調査結果と比較すると、昨年度の 8 月の調査結果と本年度 7 月の調査結果

は同様の傾向であり、運転方法についても同様であることを処理場の運転管理者に確認した。本年

度の 8 月調査時には既に運転方法が硝化抑制運転から硝化促進運転へ切り替えられており、硝化活

性が変化していることは各態窒素濃度からも確認ができる。しかしながら、例年の傾向では気温が

低下してくる 10 月頃から徐々に硝化活性が低下し始め、それに伴って亜硝酸型の硝化が卓越する傾

向にあるが、本年度の調査時には確認ができず、気温が 10℃を下回る 1 月においても硝酸型の硝化

が卓越する状況であった。このため、運転方法は例年とは異なり、冬季においても硝化促進運転を

継続していることを処理場運転管理者に確認した。 

 昨年度と比較すると気温、水温、DO をはじめとする水質測定項目などに大きな違いが確認でき

なかった。その他の可能性の一つに台風がある。本年度は台風が処理場に影響を与えておらず、降

雨の影響がなかったことがある。不明水による活性汚泥へのダメージがなかったことが要因の一つ

であると推測するが、大量の水が活性汚泥へどの程度影響を及ぼし、活性汚泥を構成する群集構造

などに変化をもたらすかなどについて今後検討する必要がある。 

  

３．まとめ 

 本年度の調査結果より得られた知見と課題を以下に示す。 

・疑似 AO 法において、亜硝酸が蓄積していない硝酸型の硝化が卓越している状況においても大き

な N2O 排出量が確認され、亜硝酸以外の N2O 排出因子があることが示唆された。 

・疑似 AO 法において、亜硝酸蓄積以外に N2O 排出量へ影響を及ぼす因子として、降雨による影響

について検討することが今後の課題である。 

 

参考文献 

1)地球温暖化対策計画、2021 年 10 月 

2)山下洋正・道中敦子・粟田貴宣、下水道における一酸化二窒素発生抑制型処理方法に関する検討、

平成 30 年度下水道関係調査研究年次報告集、国土技術政策総合研究所資料、1056 号、pp.51-58 
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８．下水処理場におけるエネルギー最適化に関する調査 

 

下水処理研究室 室 長 田隝  淳  

                                 研究官 藤井 都弥子 

 

１．はじめに 

日本全国の下水処理場及びポンプ場における電力消費量は平成 30 年度の時点で合計約 75 億 kWh/

年 1)、電力由来の温室効果ガス排出量は約 370 万 t-CO2/年であり、自治体が実施する事務事業のな

かでも温室効果ガス排出量が大きく、電力消費量や温室効果ガス排出量の削減が下水道事業におけ

る喫緊の課題となっている。さらに、令和 3 年 4 月の気候変動に関する首脳会議において、温室効

果ガス排出量について 2030 年度までに日本全体で 2013 年度比 46％削減を目指すことが表明された

ことから、下水道事業における省エネルギー・創エネルギー施策のさらなる推進が求められてい

る。 

こうした課題の解決に向けて、過年度には電力消費量が大きい中大規模処理場を対象に、電力消費

量を算出するための算出式の作成、省エネ機器の導入や創エネ技術の導入による電力消費量削減効

果の試算等を行った。 

本研究課題においては、これまであまり調査が行われてこなかった小規模処理場の電力消費量の実

態把握、水処理・汚泥処理工程における設置機器の違いによる電力消費量への影響等の整理を行

い、下水処理場におけるエネルギー最適化を推進するための方策等を検討する。 

令和 2 年度は、オキシデーションディッチ法（OD 法）を用いている日最大流入水量 10,000m3/日以

下の小規模下水処理場を対象に設置機器や運転状況、電力消費量等に関する実態調査、及び調査結

果を踏まえて設定した機器構成に基づく電力消費量算出式作成を行うとともに、試算値と実値の比

較を行った。 

 

２．研究内容 

２．１ 小規模下水処理場における実態調査 

 OD 法を用いている処理場のうち計画日最大流入水量が 1,000～2,000 m3/日（以下、区分①）の処

理場から 11 箇所、2,000～5,000 m3/日（以下、区分②）の処理場から 12 箇所、5,000～10,000m3/日

（以下、区分③）の処理場から 10 箇所を抽出してアンケート調査を行い、各区分における機器の

仕様や運転状況等の傾向について整理した。 

アンケートの内容は下記の通りである。 

（１）処理場の概要（流入水量（現有能力、実績）、流入・放流水質、電力消費量など） 

（２）次の機器の仕様（型式、電動機容量など）、台数、運転時間 

  ・主ポンプ 

・反応タンク撹拌機（型式がプロペラ型の場合は送風機や散気装置の仕様等も含む） 

  ・最終沈殿池汚泥かき寄せ機、返送汚泥ポンプ 

  ・汚泥濃縮設備（汚泥かき寄せ機、濃縮汚泥引抜ポンプ、汚泥貯留槽撹拌機） 

  ・汚泥脱水設備（脱水機、汚泥移送ポンプ、薬品供給ポンプ、薬品供給タンク撹拌機、 

洗浄水ポンプ、脱水汚泥搬出コンベア） 
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２．２ 電力消費量算出式の作成 

 ２．１の結果をふまえて、OD 法を用いた処

理場の水処理・汚泥処理設備の電力消費量を流

入水量の関数として算出する式を作成した。 

 試算フローを図１に示す。まず、アンケート

の結果をもとに各区分において最も導入数が多

い機器の仕様、台数を整理した。運転時間につ

いては、アンケートの結果から、区分内の各処

理場においてほぼ同程度である場合は、その値

が標準的な運転時間であると判断し、アンケー

ト結果に基づいて設定した。各処理場の運転時

間のばらつきが大きい場合は、下水道施設計画・設計指針と解説(以下、「設計指針」)2) に基づき、

日平均流入水量時の必要酸素量や汚泥量を算出し、機器の仕様等から運転時間を設定した。設定し

た機器の電動機容量や台数、負荷率、運転時間から各機器及び水処理、汚泥処理設備の電力消費量

を計算し、その結果をもとに算出式を作成した。 
 
３．研究結果 

３．１ 小規模下水処理場における実態調査 

 電力消費量算出式を作成するために必要な回答

が得られた処理場は 28 箇所であった（回答率

85％）。回答が得られた処理場の概要を表１に示

す。日最大流入水量に対する日平均流入水量の比

率の平均は約 0.7 であった。また、BOD の除去率

は、ほとんどの処理場で 99％以上であった。 

 表２に反応タンク撹拌機、表３に重力濃縮設備

汚泥かき寄せ機、表４に濃縮汚泥引抜ポンプ、表

５に脱水機の型式や電動機容量等を示す。表２の

No.19 処理場については、設置されている 16 台の

反応タンク撹拌機のうち 8 台は電動機容量が

4.5kW だったが、いずれも年間稼動時間が 0.1 時間

程度であったため、残りの 8 台の情報を記載して

いる。表５の脱水機については、小さい処理場で

遠心型の設置が多かったが、これは、遠心脱水機

は含水率の調整が容易であるとともに、補機が少

ないことにより日常の管理が比較的容易であるためと考えられる。これらの結果から、各区分にお

いて導入数が多い機器を整理したものが表６である。反応タンク撹拌機や重力濃縮汚泥かき寄せ機

は、区分にかかわらず設置されている型式がほぼ同じであった。濃縮汚泥引抜ポンプや脱水機は、

アンケート結果では型式にばらつきが見られたため、各区分において最も導入数が多い型式を表６

に示している（例えば 1 つの区分において型式 A が 3 箇所、型式 B が 2 箇所に設置されていた場

合、その区分における代表型式を A とした）。 

図１ 試算フロー 

表１ 回答が得られた処理場の概要 
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 なお、機械濃縮設備については、今回の調査対

象においては導入されている処理場が少なかった

ため、電力消費量算出のための設定機器からは除

外した。 

３．２ 電力消費量算出式の作成 

 ３．１の結果から、各設備の型式や電動機容量

等を設定し、日平均流入水量（ここではアンケー

トの結果をふまえ、日最大流入水量の 7 割と設

定）時の電力消費量を算出した。水処理設備（反

応タンク設備、最終沈殿池設備）については、各

区分における機器の型式のばらつきがなかったた

め、日平均流入水量 700 m3/日、3,500 m3/日、7,000 

m3/日における電力消費量を算出し、その結果から

算出式を作成した。 

汚泥処理設備については型式にばらつきが見ら

れたため、区分ごとに算出式を作成した。このと

き、設定した機器の型式の違いによる電力消費量

への影響を把握するため、各区分より流量範囲を

広げて試算を行った。区分①については、表 6 に

示した区分①の場合の型式の機器で日平均流入水

量 700m3/日及び 3,500 m3/日（日最大流入水量に換

算すると 1,000 m3/日及び 5,000 m3/日。以下、流量

区分①）を処理した場合の電力消費量を算出した

結果をもとに算出式を作成した。同様に、区分②

については、表６に示した区分②の場合の型式の

機器で日平均流入水量 1,750 m3/日、5,250 m3/日

（日最大流入水量に換算すると 2,500 m3/日及び

7,500 m3/日。以下、流量区分②）における電力消費

量を算出した結果、区分③については表６に示し

た区分③の場合の型式の機器で日平均流入水量

3,500 m3/日、7,000 m3/日（日最大流入水量に換算す

ると 5,000 m3/日及び 10,000 m3/日。以下、流量区分③）における電力消費量を算出した結果をもと

にそれぞれ算出式を作成した。 

運転時間については、最終沈殿池及び重力濃縮設備の汚泥かき寄せ機、濃縮汚泥貯留槽撹拌機、

薬品タンク撹拌機は運転時間のばらつきが小さかったためアンケートの結果から設定し、それ以外

の機器については計算により設定した。 

設定した各機器の電動機容量や台数、運転時間を表７～表１０に示す。なお、表８～表１０の汚

泥処理にかかる各機器の上段は算出式作成にあたって設定した流量の最小値の場合、下段は最大値

の場合の設定を示している。これらの設定に基づき算出した水処理設備の電力消費量を図２に、汚

泥処理設備の電力消費量を図３に示す。図２、図３にはアンケートで得られた水処理設備、汚泥処

表２ 各処理場に設置されている 
反応タンク撹拌機の概要 

表３ 各処理場に設置されている 
汚泥濃縮設備汚泥かき寄せ機の概要 
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理設備の電力消費量の実値をあわせて示した。 

水処理設備については機器の設定条件が実態に

近く、試算値と実際の値が比較的近い結果となっ

た。試算値と実際の値が大きく乖離している 3 つ

の処理場については、アンケートの回答によると

実機の電動機容量が試算の設定より大きい、機器

の構成上、試算条件に含まれていない送風機が撹

拌機とセットで運転されているなど、機器の条件

が試算と実際とで大きく異なっており、このこと

が影響したと考えられる。 

一方、汚泥処理設備については多くの処理場で

実際の値と試算値とで差が見られる結果となっ

た。これは、汚泥処理設備は汚泥性状など処理場

の特性に応じて様々な型式が選定される傾向があ

ることから、同じ区分でも型式や運転時間の実態

にばらつきがあり、特に濃縮汚泥引抜ポンプ及び

汚泥脱水機は型式のばらつきが見られたことに加

えて運転時間も計算により設定していることか

ら、機器の設置・運転状況が試算条件と異なる処

理場が多かった可能性が考えられた。 

流量区分①と②は同じ流量で見たときの電力消

費量がほぼ同じ値となったが、これは設定した機

器の電動機容量及びそれに基づく運転時間に大き

な差が見られず、全体の電力消費量にあまり差が

生じなかったことが理由の 1 つと考えられる。流

量区分③はベルトプレス脱水機の電動機容量が流

量区分①②の遠心脱水機での設定値の 1/4 以下と小

さく、脱水機の違いによる電力消費量の差が大き

く影響し、同じ流量で見たときの電力消費量の値

が流量区分①②より小さくなったと考えられ

る。 

これらの結果から作成した算出式を表１１に

示す。なお、今回作成した算出式は、設定した

流量の範囲における電力消費量のおおよその値

を算出することを目的としており、切片の値は

流量が 0 の場合の電力消費量を表すものではな

い。 

既往調査との比較として、「下水道における

地球温暖化対策マニュアル」3)（以下、「マニュアル」）に記載されている、「OD 法における処理水

量あたりのエネルギー起源 CO2 排出量（全国平均値）を算出する式」を基に算出した消費エネル

表４ 各処理場に設置されている 
濃縮汚泥引抜ポンプの概要 

表５ 各処理場に設置されている 
汚泥脱水機の概要 

表６ 導入数が多い機器 
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ギーとの比較を行った。まず式 1 からエネルギー

起源の CO2 排出量を算出し、その値を CO2 排出

係数 0.555(t-CO2/千 kWh)で除してから年間処理水

量（日平均流入水量×365 日）を掛けることで算

出した。このとき、CO2 排出量算出に用いる流入

比率は、今回のアンケート結果をふまえて 0.7 と

設定した。さらに、今回のアンケート結果では、

作成した算出式に含まれていない「ポンプ場、そ

の他」の電力消費量が全体に占める割合が 28％

であったことから、0.72 を掛けることでマニュア

ルの式における水処理・汚泥処理施設の電力消費

量とした。 

Log(Y[t-CO2/千 m3]) = -0.234×log(日平均処理     

水量[m3/日]) -0.302×log（流入比率）+0.258 

（式 1） 

Y：エネルギー起源の CO2 排出量 

 今回の算出式によって算出した水処理・汚泥処

理施設の電力消費量試算値、アンケート結果、マ

ニュアルを基に算出した電力消費量の結果を図４

に示す。今回の算出式による電力消費量の方が、

マニュアルを基に算出した値より 10～20％程度

低い結果となった。マニュアルの式は実際の使用

エネルギーを踏まえた近似曲線から作成されてお

り、設計指針に基づいて算出した汚泥量等を基

に、電動機容量や運転時間について理論値を設定

している機器がある今回の算出式より電力消費量

が大きく算出されることが理由であると考えられ

る。 

 今回作成した算出式は、標準的な型式の機器や

運転時間で処理を行った場合にどのくらいの電力

消費量となり得るかを簡易に把握することを目的

としているが、特に汚泥処理設備については、汚

泥性状や汚泥の処分（利用）方法等、処理場の状

況に応じて機器を選定していると考えられること

から、計算における機器設定やそれに基づく運転

時間の考え方についてはさらに検討が必要であ

る。 

 

４．まとめ 

 日最大流入水量 10,000m3/日以下の小規模下水処理場を対象に、アンケートにより設置機器の仕

表７ 水処理設備の機器設定 

表８ 汚泥処理設備の機器設定 
（区分①） 

表９ 汚泥処理設備の機器設定 
（区分②） 

表１０ 汚泥処理設備の機器設定 
（区分③） 
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様や運転状況等を把握するとともに電力消費量を

算出する式の作成を行った。アンケートの結果、

水処理設備については設置されている機器の仕様

や 1 池あたりの台数にあまりばらつきが見られな

かった。汚泥処理設備については、汚泥かき寄せ

機や薬品供給ポンプなどは仕様等にばらつきがあ

まり見られなかった一方、濃縮汚泥引抜ポンプや

脱水機の仕様にばらつきが見られる結果となっ

た。 

アンケートの結果を踏まえて最も導入数が多い機

器の仕様等を設定するとともに、一部機器につい

ては設計指針に基づく標準的な運転時間を設定し

て電力消費量を算出した結果、水処理設備につい

ては今回の処理場規模の範囲では 1 つの算出式で

概ね実態に近い電力消費量が算出できることが把

握できた。一方、汚泥処理設備については、流量

規模によって機器の構成が異なるため今回 3 つの

算出式を作成したものの、特により規模が小さい

処理場において実態との乖離が大きくなる傾向が

見られた。 

 今後は、特に汚泥処理設備について、汚泥性状

や汚泥の利用方法等を考慮したきめ細かい運転条

件設定に基づく処理フロー全体での電力消費量削

減等についても検討していく予定である。 
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図２ 電力消費量試算値と実値との比較 
（水処理設備） 

図３ 電力消費量試算値と実値との比較 
（汚泥処理設備） 
表１１ 算出式一覧 

※汚泥処理設備については、区分①～③で設定し

た機器の仕様等における算出式を示している。 

図４ 電力消費量試算値と既往調査との比較 
（水処理・汚泥処理設備合算） 


